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議事日程（第２号）  

 

日程第  １  会議録署名議員の指名  

日程第  ２  認定第  １号  令和元年度和束町一般会計歳入歳出決算認定について  

      認定第  ２号  令和元年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

      認定第  ３号  令和元年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

      認定第  ４号  令和元年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認  

             定について  

      認定第  ５号  令和元年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定  

             について  

      認定第  ６号  令和元年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に  

             ついて  

      認定第  ７号  令和元年度和東町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算  

             認定について  

日程第  ３  同意第  １号  監査委員の選任について  

日程第  ４  議案第３７号  土地改良事業の施行について（災害復旧）  

日程第  ５  議案第３８号  令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）  

      議案第３９号  令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３  

             号）  

      議案第４０号  令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２  

             号）  

      議案第４１号  令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１  

             号）  
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      議案第４２号  令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）  

日程第  ６  発議第  ５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイ  

             ルス対策による介護報酬の特例措置を見直し、公費補填  

             による減収対策を求める意見書  

日程第  ７         委員会の閉会中の継続審査・調査について  
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午前９時３０分開会  

○議長（小西  啓君）  

 皆さん、おはようございます。  

 本日は、ご苦労さまでございます。  

 ただいまから、令和２年和束町議会第３回定例会を再開いたします。  

 本日の会議を開きます  

 岡田  勇議員から欠席の届けが出ています。  

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。  

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、８番、岡本正意議員、９番、

畑  武志議員を指名いたします。  

 以上の両議員に差し支えのある場合には、次の議席の議員にお願いをいたします。  

 日程第２、認定第１号から認定第７号まで、令和元年度和束町一般会計歳入歳出決

算認定について及び令和元年度和束町各特別会計歳入歳出決算認定について、以上７

件を一括議題といたします。  

 本件に関し、決算特別委員長の報告を求めます。  

 決算特別委員長、岡田泰正議員。  

○決算特別委員長（岡田泰正君）  

 皆さん、おはようございます。  

 決算特別委員会審査の報告を行います。  

 認定第１号から認定第７号まで、令和元年度和束町一般会計歳入歳出決算及び令和

元年度和束町特別会計歳入歳出決算については、９月１０日開会の第３回定例会本会

議において提案され、これを受けて議会は議員全員による決算特別委員会を設置し、

これに付託の上、９月１５日及び１６日の２日間にわたり審査を行いました。審査に

当たっては村山監査委員から決算審査意見書の報告を、副町長らは主な施策の成果を

説明された後、各所管課長に決算書及び事項別明細書の説明を求めました。  
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 令和元年度の一般会計他６特別会計の決算額は、歳入５３億２ ,７２８万円、歳出

５１億７ ,５８３万円、歳入歳出差引額１億５ ,５４５万円となり、翌年度へ繰り越す

べき財源１ ,８３７万円を控除した実質収支額も１億３ ,３０８万円の黒字となりまし

た。  

 昨年は、急激に進む少子化への対策として、１８歳までの医療費無償化や小・中学

校の給食費・修学旅行費の無償化を引き続き実施し、新たに保育園の給食費の無償化

や保育時間の延長など、子育てにやさしいまちづくりをさらに拡充された。  

 また、地方創生推進交付金事業の取組として、昨年度に引き続き、教育型観光であ

る修学旅行生やインバウンド観光客など農家民泊の受入れも実施され、住民の積極的

な受入れは、まちづくりの大きな成果となりました。  

 しかし、今年に入ってからは、新型コロナウイルス感染防止のため事業も自粛せざ

るを得ない状況となり、現時点においてもキャンセルが続いており、コロナ禍の中、

厳しい状況となっている。  

 来年５月に開催予定のワールドマスターズゲームズに向けた環境整備やマウンテン

バイクの大会、啓発事業にも取り組まれた。  

 また、安心・安全で快適な暮らしが実感できるよう、町道拡幅改良工事や橋りょう

の点検・補修設計業務委託、近年の異常気象による台風や大雨に対応するため防災マ

ップを作成し、災害対策用備蓄品として保存食・保存飲料水の更新や避難所へのエア

マットも購入された。  

 また、府道宇治木屋線犬打峠トンネル開通に向けた工事も令和６年３月完成に向け

本格的に進み始めた中、将来を見据えたまちづくりに取り組まれている。  

 そのほか、有害鳥獣対策、グリンティ和束周辺の駐車場整備事業や茶業振興、観光

振興など、第４次総合計画の六つの協働プログラムを基本に、住民と共につくり上げ

ていくまちづくりを進められた。  

 一方、財政状況においては財政力指数は０ .２１２と若干悪化し、財政構造の弾力
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性を示す経常収支比率は公営企業に係る元利償還金等が増え年々上昇し、平成２７年

度と比較すると１０ .６ポイントも悪化しており、財政の硬直化が見られます。今後、

総合保健福祉施設整備や橋りょう整備など計画されているが、厳しい財政状況の中、

限られた財源で取捨選択し、事業を執行していかなくてはなりません。  

 各委員からは、町税や使用料の不納欠損額や滞納額の内訳について、徴収について

は評価するが、今後も公平性の観点から滞納者へ適切な対応を早急に講じ処理してい

ただきたい。また不納欠損にならないように行政としてどれだけ努力したか、滞納者

に対する対応がより重要である。  

 町税についても滞納は徴収も大事だが、機械的に京都地方税機構任せにするのでは

なく、移管前に状況を十分把握し、納税者の実態をつかんだ中で適切な処理をされた

い。  

 昨年は晩霜被害の影響もあり、町民税が減少している。令和２年度においてもコロ

ナの影響で厳しい状況である。若者が流出し、国調人口減により地方交付税も減額と

なることが懸念されるが、今後の展開は。  

 国保診療収入が約８％減少している。どう分析をされているのか。今後、総合保健

福祉施設整備も計画されているが、施設についても状況を十分把握検討し、事業を進

めていただきたい。  

 路線バス運行維持補助金が３ ,７００万円を超え、かなり大きい負担となっている。

利用促進の努力はされているが、利用が進まない原因は、利用者の実態は、このほか、

今年の決算は例年に比べ不用額が多いように思う理由は、グリーンスローモビリティ

の試験運行の結果と評価、課題は、文化的景観調査研究委託の調査結果とその後どう

するか、ふるさとイベント誘客促進事業の内容と結果、次の展開は、障害者自立支援

や重度心身障害者老人健康管理の内容は、職員の勤務態度や指導など多岐にわたり活

発な質疑が交わされました。  

 町長は、１年を通じて子育て施策が一番印象に残っている。今後もウィズコロナの
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中でまちづくりを前進させていくことが最も大切です。１年１年、木が年輪を刻み、

遅々として確実に成長していくように、和束町のまちづくりも年輪を刻みながら、い

わゆる年輪行政として充実した住みよいまちづくりを目指し、全力で取り組んでいき

たい。また、大きな課題であるとされました。  

 詳細については、後日、会議録にてご承知願います。  

 質疑の後、討論を行い、岡本委員から一般会計、国民健康保険特別会計、下水道事

業特別会計、介護保険特別会計、後期高齢者医療特別会計の五つの会計の決算認定に

反対する意見が述べられました。また、賛成討論として井上委員からは一般会計に、

高山委員は国民健康保険特別会計に、吉田委員は下水道事業特別会計に、藤井委員は

後期高齢者医療特別会計に、畑委員は介護保険特別会計にそれぞれ賛成の意見を述べ

られました。  

 決の結果は次のとおりでした。  

 認定第１号  令和元年度和束町一般会計歳入歳出決算認定は、賛成者多数で可決  

 認定第２号  令和元年度和束町湯船財産区特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者全

員で可決。  

 認定第３号  令和元年度和束町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定は賛成者多

数で可決  

 認定第４号  号令和元年度和束町簡易水道事業特別会計歳入歳出決算認定は、賛成

者全員で可決  

 認定第５号  令和元年度和束町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者多

数で可決  

 認定第６号  令和元年度和束町介護保険特別会計歳入歳出決算認定は、賛成者多数

で可決  

 認定第７号  令和元年度和束町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定は、賛成

者多数で可決  
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 以上のとおり、令和元年度和束町一般会計歳入歳出決算及び各特別会計歳入歳出決

算は原案のとおり認定することに可決し、９月１８日決算特別委員会審査報告書を作

成し、議長に提出いたしました。  

 以上、報告といたします。  

○議長（小西  啓君）  

 本件に関しましては、ただいま報告がありましたように、議員全員による決算特別

委員会で審査され、質疑・討論も活発に行われましたので、質疑・討論を省略し、こ

れより採決いたします。  

 本件に対する委員長の報告は認定すべきものです。  

 よって、本決算認定の７件は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は起立

願います。  

 起立多数です。  

 したがって、認定第１号から認定第７号まで、令和元年度和束町一般会計歳入歳出

決算認定について及び令和元年度和束町各特別会計歳入歳出決算認定について、以上

７件は、委員長の報告のとおり認定することに決定いたしました。  

 日程第３、同意第１６号  監査委員の選任についてを議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 同意第１６号の提案理由を申し上げます。  

 和束町監査委員に大西  茂氏を選任したいので、地方自治法第１９６条第１項の規

定により議会の同意を賜りたく、提案させていただいた次第でございます。  

 よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  
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○総務課長（岡田博之君）  

 それでは、私のほうからは、議案書の説明をさせていただきたいと思います。議案

書のほうをよろしくお願いいたします。  

 同意第１６号  

監査委員の選任について  

 下記の者を和束町監査委員に選任したいから、地方自治法第１９６条第１項の規定

により議会の同意を求める。  

記  

  住所    京都府相楽郡和束町大字杣田  

  氏名    大西  茂  

  年齢    ６８歳  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和束町長   堀  忠雄  

 １枚めくっていただきまして、大西氏の略歴書になっております。お目通しのほう

をお願いしたいわけでございますが、私のほうより少し説明を付け加えさせていただ

きたいと思います。  

 大西氏につきましては、加茂町役場での在勤時には総務課長を、また、木津川市役

所では保健福祉部長、教育部長などを努められ、行政事務及び財政事務全般に精通さ

れておられる方でございますので、ご同意いただきますようよろしくお願いいたしま

す。  

○議長（小西  啓君）  

 お諮りいたします。  

 本案は人事案件につき、質疑・討論を省略したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  
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 これより、採決いたします。  

 同意第１６号  監査委員の選任については、原案のとおり同意することに賛成の方

は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、同意第１６号  監査委員の選任については、原案のとおり同意するこ

とに決定いたしました。  

 日程第４、議案第３７号  土地改良事業の施行について（災害復旧）を議題といた

します。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第３７号の提案理由を申し上げます。  

 令和２年６月１８日から１９日にかけての梅雨前線豪雨災害により発生の農業用施

設災害復旧工事を施工するに当たり、土地改良法第９６条の４において準用する同法

第４９条第１項の規定により、議会の議決を求める必要があることから、ここに提案

をさせていただいた次第であります。  

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 それでは、私のほうからは、議案の内容について説明させていただきます。  

 議案書をおめくりください。  

 議案第３７号  

土地改良事業の施行について（災害復旧）  

 和束町において、災害復旧事業を下記のとおり施行することについて、土地改良法
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第９６条の４において準用する同法第４９条第１項の規定により、議会の議決を求め

る。  

記  

    事 業 名  ：   災害復旧事業  

    工 事 名  ：   農地農業用施設災害復旧工事  

    内 容  ：   令和２年発生災害  

    数 量  ：   １件  

    金 額  ：   ５００万円  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和 束 町 長   堀  忠 雄 

 今回の災害について若干の説明をさせていただきます。  

 本年６月の梅雨前線豪雨により被災したもので、場所は撰原地内、口林農道の災害

復旧でございます。復旧工事については９月３日に農業用施設災害査定を受験し、災

害復旧の決定を受けております。  

 審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  
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 議案第３７号  土地改良事業の施行について（災害復旧）を原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３７号  土地改良事業の施行について（災害復旧）は、原案の

とおり可決されました。  

 日程第５、議案第３８号  令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）、議案第

３９号  令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）、議案第４０号、

令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）、議案第４１号  令和２

年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１号）、議案第４２号  令和２年度和束

町介護保険特別会計補正予算（第２号）、以上５件を一括議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 議案第３８号から議案第４２号の提案理由を申し上げます。  

 議案第３８号  令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、第１号から第３  

       号補正に引き続き、新型コロナウイルス感染症に伴う経済対策・感染  

       拡大防止対策として、特別定額給付金の基準日以降に出生した子ども  

       を対象とした「新生児特別定額給付金事業」、事業者の事業継続や売  

       上回復等を支援するための「事業者応援給付金事業」、農泊受入れ時  

       の新型コロナウイルス感染防止対策に要する経費に係る支援として  

       「農泊新型コロナ感染予防対策支援金事業」、茶源郷行政情報配信シ  

       ステムの機能強化・更新事業などを実施するとともに、町道維持修繕  

       事業や災害復旧事業、コンビニ交付サービス導入事業等において  

 議案第３９号  令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、事  

       業勘定における新型コロナウイルスに係る国民健康保険税の減免等に  
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       おいて  

 議案第４０号  令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、白  

       栖地区減圧弁更新等配水管布設替工事事業等において  

 議案第４１号  令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、曝気  

       機コンバータ・インバータ更新等の中央浄化センターに係る各種設備  

       修繕等において  

 議案第４２号  令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、保険事  

       業勘定における新型コロナウイルスに係る介護保険料の減免等におい  

       て  

それぞれ予算補正を必要といたしますので、提案させていただいた次第でございます。  

 ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 それでは、私のほうからは、議案の説明をさせていただきます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第３８号  

令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）  

 令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９ ,４５０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４０億３ ,５１０万円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正）  
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 第２条  既定の地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和束町長   堀  忠雄  

 １枚めくっていただきまして、第１表  歳入歳出予算補正でございます。  

 まず、歳入のほうから説明をさせていただきます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に説明申し上げます。  

 １款町税、３億６ ,８８７万８ ,０００円、△３２４万円、３億６ ,５６３万８ ,００

０円。  

 １３款分担金及び負担金、７ ,１３５万３ ,０００円、８７万７ ,０００円、７ ,２２

３万円。  

 １５款国庫支出金、８億７３２万３ ,０００円、７ ,８４３万２ ,０００円、８億８ ,

５７５万５ ,０００円。  

 １６款府支出金、１億６ ,６３３万５ ,０００円、７９７万１ ,０００円、１億７ ,４

３０万６ ,０００円。  

 １８款寄付金、１５万６ ,０００円、２３万円、３８万６ ,０００円。  

 １９款繰入金、２億５ ,４６３万３ ,０００円、２万８ ,０００円、２億５ ,４６６万

１ ,０００円。  

 ２０款繰越金、２ ,０６０万１ ,０００円、３８０万２ ,０００円、２ ,４４０万３ ,

０００円。  

 ２２款町債、４億６ ,３９０万円、６４０万円、４億７ ,０３０万円。  

 歳入合計。  

 ３９億４ ,０６０万円、９ ,４５０万円、４０億３ ,５１０万円でございます。  

 続いて、歳出でございます。  

 歳出につきましても、款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 １款議会費、５ ,５７３万４ ,０００円、４ ,０００円、５ ,５７３万８ ,０００円。  
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 ２款総務費、１１億６ ,１９４万１ ,０００円、４ ,２３１万１ ,０００円、１２億４

２５万２ ,０００円。  

 ３款民生費、７億６ ,０７４万４ ,０００円、△５９万９ ,０００円、７億６ ,０１４

万５ ,０００円。  

 ４款衛生費、５億５ ,７７８万５ ,０００円、３８２万円、５億６ ,１６０万５ ,００

０円。  

 ５款農林業費、１億６ ,６１１万８ ,０００円、７１７万９ ,０００円、１億７ ,３２

９万７ ,０００円。  

 ６款商工費、１億６５１万５ ,０００円、１ ,９１２万７ ,０００円、１億２ ,５６５

万２ ,０００円。  

 ７款土木費、２億８ ,２１３万４ ,０００円、８７７万７ ,０００円、２億９ ,０９１

万１ ,０００円。  

 ８款消防費、２億３ ,３６０万６ ,０００円、８万１ ,０００円、２億３ ,３６８万７ ,

０００円。  

 １０款災害復旧費、６５１万５ ,０００円、１ ,３８０万円、２ ,０３１万５ ,０００

円。  

 歳出合計につきましては、歳入合計と同額でございます。  

 続いて、めくっていただきまして、第２表  地方債補正でございます。  

 １．変更ということで、起債の目的、補正前、限度額、起債の方法、利率、償還の

方法、補正後、限度額、起債の方法、利率償還の方法の順に説明申し上げます。  

 災害復旧事業、５６０万円、証書借入又は証券発行、年５ .０％以内（ただし、利

率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、利率の

見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、政府資金については、その融

資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、町

財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借換
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えすることができる。  

 補正後の限度額でございます。  

 ９３０万円、起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前と同様でござい

ますので、省略をさせていただきます。  

 続きまして、臨時財政対策債でございます。  

 補正前５ ,６６０万円、補正後５ ,９３０万円。  

 計でございますが、補正前６ ,２２０万円、補正後６ ,８６０万円でございます。  

 続きまして、予算に関する説明書、令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）

Ｎｏ .３８により説明をさせていただきます。  

 １ページから４ページにつきましては、総括ということで議案書と重複しますので、

省略をさせていただきまして、５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。歳入につきましては、主なものの説明とさせていただき

ますので、よろしくお願いいたします。  

 １款町税、１項町民税、１目個人、補正額△３２４万円でございます。  

 これにつきましては、１節現年課税分ということで、内訳といたしまして、均等割

で４万９ ,０００円の減額、所得割で３１９万１ ,０００円の減額ということで計上さ

せていただいております。  

 １５款国庫支出金、１項国庫負担金、３目災害復旧費国庫負担金、補正額５３３万

６ ,０００円でございます。  

 １節公共土木施設災害復旧費負担金ということで、道路橋りょう災害復旧費負担金

５３３万６ ,０００円計上をさせていただいております。  

 同款、２項国庫補助金、１目総務費国庫補助金で４ ,６８７万７ ,０００円の補正額

でございます。  

 主な内容といたしましては、１節総務管理費補助金で３ ,６３２万５ ,０００円。内

訳といたしまして、社会保障・税番号制度システム整備費補助金（住基システム）と
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いうことで２２２万５ ,０００円、新型コロナ対応地方創生臨時交付金（行政情報配

信システム）ということで３ ,４１０万円。  

 また、２節戸籍住民登録費補助金で９５７万円、主な内訳といたしまして、小規模

自治体コンビニ交付サービス実証実験補助金６２０万４ ,０００円、社会保障・税番

号制度システム整備補助金（戸籍附票）で２５５万２ ,０００円でございます。  

 同款、同項、３目民生費国庫補助金で補正額が２００万円でございます。  

 内訳といたしまして、２節児童福祉費補助金で新型コロナ対応地方創生臨時交付金

（新生児定額給付金）ということで２００万円計上をさせていただいております。  

 同款、同項、７目農林業費国庫補助金で６３５万９ ,０００円の補正額でございま

す。  

 内訳といたしまして、２節林業費国庫補助金で新型コロナ対応地方創生臨時交付金

（有害鳥獣対策）として６３５万９ ,０００円計上させていただいております。  

 同款、同項、８目商工費国庫補助金で１ ,７８６万円の補正額でございます。  

 １節商工費補助金で新型コロナ対応地方創生臨時交付金（事業者応援給付金）とい

うことで１ ,６１８万円、７ページ、８ページでございますが、新型コロナ対応地方

創生臨時交付金（農泊感染対策支援）ということで１４８万円計上をしております。  

 １６款府支出金、２項府補助金、６目土木費府補助金で２５０万円の補正額でござ

います。  

 ２節道路橋りょう費補助金ということで、きょうと連携交付金（町道維持修繕工

事）で２５０万円の計上をさせていただいております。  

 同款、同項、９目災害復旧費府補助金で３２５万円。  

 １節農林業施設災害復旧費補助金ということで、農業用施設災害復旧に係る補助金

で３２５万円計上をしております。  

 ２０款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で３８０万２ ,０００円の補正額でござい

ます。  
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 これにつきましては、１節前年度繰越金であります。  

 ２２款町債、１項町債、９目災害復旧債で３７０万円の補正額でございます。  

 内訳といたしまして、１節農林業施設災害復旧債で１１０万円、２節公共土木施設

災害復旧債で２６０万円の計上をしております。  

 同款、同項、１０目臨時財政対策債で２７０万円の補正額となっております。  

 １節臨時財政対策債でございます。  

 ９ページ、１０ページをお願いいたします。  

 続きまして、歳出の説明をさせていただきます。歳出につきましても、主なものの

みの説明とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

 ２款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費、補正額２００万２ ,０００円でご

ざいます。  

 主なものにつきましては、１８節負担金補助及び交付金で１９７万円、これにつき

ましては、京都府町村会情報センター負担金ということでよろしくお願いいたします。  

 同款、同項、３目文書広報費で補正額が３ ,４１０万６ ,０００円でございます。  

 内訳といたしまして、１２節委託料、茶源郷行政情報配信機器更新等委託料で１ ,

２１０万円、１７節備品の購入費で２ ,２００万円、行政情報配信システム備品とい

うことで計上をさせていただいております。  

 続いて、同款、３項戸籍住民登録費、１目戸籍住民登録費で６２１万３ ,０００円

の補正額でございます。  

 これにつきましては、１１ページ、１２ページでございますが、１８節負担金補助

及び交付金ということで５９４万円、既存住基システム改修ということで、コンビニ

交付対応の負担金でございます。  

 同款、同項、４目戸籍電算化事業費で△３０５万８ ,０００円の補正でございます。  

 内訳といたしまして１２節委託料ということで、戸籍情報システム改修委託料６８

万２ ,０００円の減額、戸籍附票システム改修委託料で２３７万６ ,０００円の減額と



― 20 ― 

なっております。  

 続いて、３款民生費、１項社会福祉費、３目老人福祉費で補正額が１１６万９ ,０

００円でございます。  

 主なものにつきましては、１９節扶助費ということで、老人福祉施設措置費という

ことで１１５万２ ,０００円計上をさせていただいているところでございます。  

 １３ページ、１４ページをお願いいたします。  

 同款、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費で補正額２０７万６ ,０００円でござ

います。  

 主なものにつきましては、１８節負担金補助及び交付金ということで、新生児特別

定額給付金２００万円を計上させていただいております。  

 同款、同項、３目保育所費で２３５万３ ,０００円の補正でございます。  

 主なものといたしましては、１４節工事請負費ということで１５３万１ ,０００円

計上させていただいております。  

 ４款衛生費、１項保健衛生費、４目環境衛生費で３８２万円の補正額でございます。  

 これにつきましては、２７節繰出金ということで、下水道事業特別会計への繰出金

でございます。  

 ５款農林業費、２項林業費、２目林業振興費で６３５万９ ,０００円の補正でござ

います。  

 内訳といたしまして、１８節負担金補助及び交付金ということで、有害鳥獣関係事

業補助金ということで計上させていただいております。  

 ６款商工費、１項商工費、１目商工費で１ ,６１８万円の補正でございます。  

 主なものといたしましては、１５ページ、１６ページの１８節負担金補助及び交付

金で事業者応援給付金１ ,６１０万円を計上させていただいております。  

 同款、同項、２目観光費で２９４万７ ,０００円の補正でございます。  

 主なものといたしましては、１８節負担金補助及び交付金で農泊新型コロナ感染予
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防対策支援金ということで１４０万円計上をさせていただいております。  

 ７款土木費、１項道路橋りょう費、２目道路維持費で８７５万５ ,０００円の補正

額でございます。  

 主なものといたしましては、１２節委託料、町道台帳整備業務委託料で３５０万円、

１４節工事請負費で町道維持修繕工事で５００万円を計上させていただいております。  

 続いて、１０款災害復旧費、１項農林業施設災害復旧費、１目農業用施設災害復旧

費、補正額５８０万円でございます。  

 これにつきましては、１４節工事請負費ということで、農業用施設災害復旧工事費

を計上しております。  

 １７ページ、１８ページをお願いいたします。  

 同款、２項公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう施設災害復旧費で８００万

円の補正額でございます。  

 内訳といたしまして、１４節工事請負費、道路橋りょう災害復旧工事費ということ

でよろしくお願いいたします。  

 １９ページ以降につきましては給与費明細を付けさせていただいております。また、

お目通しのほうをよろしくお願いいたします。  

 なお、特別会計につきましてはそれぞれの課長から説明申し上げますので、よろし

くお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 おはようございます。  

 続きまして、私から議案第３９号につきましてご説明申し上げます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第３９号  
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令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）  

 令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３５０万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億８ ,６７０万円とする。  

 ２  事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補

正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和 束 町 長   堀  忠 雄 

 めくっていただきまして、第１表  歳入歳出予算補正をご覧いただきたいと思いま

す。  

 まず、１．歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に申し上げます。  

 １款国民健康保険税、１億３ ,５０３万５ ,０００円、△２ ,３７７万９ ,０００円、

１億１ ,１２５万６ ,０００円。  

 ３款国庫支出金、０円、６４９万３ ,０００円、６４９万３ ,０００円。  

 ４款府支出金、５億１ ,４０２万３ ,０００円、６１３万１ ,０００円、５億２ ,０１

５万４ ,０００円。  

 ７款繰越金、１ ,０００円、７６５万５ ,０００円、７６５万６ ,０００円。  

 歳入合計。  

 補正前の額、６億９ ,０２０万円、補正額△３５０万円、計６億８ ,６７０万円。  

 めくっていただきまして、歳出でございます。歳出につきましても、款、補正前の

額、補正額、計の順に申し上げます。  

 １款総務費、２７９万１ ,０００円、１２万７ ,０００円、２９１万８ ,０００円。  
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 ３款国民健康保険事業費納付金、１億７ ,７０８万７ ,０００円、△５５９万６ ,０

００円、１億７ ,１４９万１ ,０００円。  

 ６款保健事業費、１ ,１６６万９ ,０００円、２万円、１ ,１６８万９ ,０００円。  

 ９款諸支出金、４０万２ ,０００円、１９４万９ ,０００円、２３５万１ ,０００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 続きまして、資料Ｎｏ .３９、予算に関する説明書によりご説明申し上げます。  

 なお、１ページから４ページの総括は議案書と重複しますので、説明を省略させて

いただきます。  

 ５ページ、６ページをお願いいたします。  

 主なもののみの説明とさせていただきます。  

 まず、５ページ、６ページの歳入でございます。  

 １款国民健康保険税、１項国民健康保険税、１目一般被保険者国民健康保険税、補

正額が△２ ,３７５万５ ,０００円でございます。  

 内訳といたしましては、１節医療給付費分現年課税分で△１ ,５３６万円９ ,０００

円、２節後期高齢者支援金分現年課税分で△５６３万９ ,０００円、３節介護納付金

分現年課税分で△２７４万７ ,０００円でございます。  

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目災害等臨時特例補助金、補正額が６２９万

７ ,０００円でございます。  

 １節災害等臨時特例補助金で医療保険給付諸費として５８４万１ ,０００円、介護

保険制度運営推進費として４５万６ ,０００円の補正でございます。  

 ４款府支出金、２項府補助金、１目保険給付費等交付金、６１３万１ ,０００円の

補正でございます。  

 ２節特別交付金で特別調整交付金分の市町村分でございます  

 ７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金で７６５万５ ,０００円の補正でございます。  

 １節前年度繰越金でございます。  
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 めくっていただきまして、歳出でございます。  

 歳出につきましても、主なもののみとさせていただきます。  

 ３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分、１目一般被保険者医療給付費

分として△５５９万６ ,０００円でございます。  

 １８節負担金補助及び交付金で５５９万６ ,０００円の減額でございます。  

 ９款諸支出金、１項償還金利子及び還付加算金、１目保険税還付金として１９４万

９ ,０００円の補正でございます。  

 ２２節償還金利子及び割引料ということで１９４万９ ,０００円でございます。そ

のうち償還金ということで、コロナの減免の関係で１９２万９ ,０００円の補正でご

ざいます。  

 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 それでは、私のほうからは、議案第４０号、第４１号についての説明をさせていた

だきます。  

 議案書をお開きください。  

 議案第４０号  

令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）  

 令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１ ,８２０万円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億８ ,１２０万円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入
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歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

 （地方債の補正）  

 第２条  既定の地方債の追加及び変更は、「第２表地方債補正」による。  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和 束 町 長   堀  忠 雄 

 １枚おめくりください。  

 これも同様、第１表の補正前の額、補正額、計でご説明させていただきます。  

 まず、歳入でございます。  

 第１表  歳入。  

 １款使用料及び手数料、６ ,７０６万６ ,０００円、１０万円、６ ,７１６万６ ,００

０円。  

 ９款町債、１ ,７１０万円、１ ,８１０万円、３ ,５２０万円。  

 歳入合計。  

 １億６ ,３００万円、１ ,８２０万円、１億８ ,１２０万円。  

 おめくりください。歳出でございます。  

 １款総務費、６ ,７７９万２ ,０００円、△１８０万円、６ ,５９９万２ ,０００円。  

 ２款施設費、３００万円、２ ,０００万円、２ ,３００万円。  

 歳出合計につきましては、歳入合計と同額となっております。  

 おめくりください。  

 第２表  地方債の補正  

 １．追加  

 起債の目的、補正前、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でご説明させていた

だきます。  

 水道施設整備事業、２ ,０００万円、証書借入又は証券発行、年５ .０％以内（ただ

し、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共団体金融機構資金について、
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利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率）、政府資金については、

その融資条件により、銀行その他の場合にはその債権者と協定するものによる。ただ

し、町財政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利

に借換えすることができる。計２ ,０００万円。  

 ２  変更  

 こちらも起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法でご説明させていた

だきます。  

 資本費平準化債、１ ,７１０万円、証書借入又は証券発行。利率、償還の方法につ

きましては、１．追加と同様でございます。計１ ,７１０万円。  

 補正後、限度額１ ,５２０万円、１ ,５２０万円、起債の方法、利率、償還の方法に

ついては同様でございます。  

 それでは、事項別明細書により説明させていただきます。  

 ５ページ、６ページをお開きください。  

 まず、歳入でございます。  

 歳入につきましては、１款使用料及び手数料、２項手数料、２目給水装置工事業者

指定手数料、補正額として１０万円でございます。本年度から給水指定事業者の更新

が始まりました。その関係で更新手数料として１０万円補正させていただきます。  

 ９款町債、１項町債、１目施設費債、１節施設債で水道施設整備事業債２ ,０００

万円、資本費平準化債で△１９０万円でございます。  

 おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。一般管理費につきましては、職員

の関係の人件費が主なものでございます。  

 ２款施設費、１項施設費、１目施設費、１４節工事請負費、統合簡易水道整備事業

として２ ,０００万円。こちらにつきましては、白栖地内の工事を予定しております。  

 おめくりいただきまして、給与費明細でございます。後ほどお目通しのほうをよろ
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しくお願いいたします。  

 続きまして、議案第４１号、議案書をお願いいたします。  

 議案第４１号  

令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１号）  

 令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４００万円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２億７ ,３６０万円とする。  

 ２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和 束 町 長   堀  忠 雄 

 おめくりください。  

 第１表  歳入から説明させていただきます。  

 こちらも同様、補正前の額、補正額、計で説明させていただきます。  

 １款分担金及び負担金、１１０万円、１８万円、１２８万円。  

 ２款繰入金、１億６ ,５７１万９ ,０００円、３８２万円、１億６ ,９５３万９ ,００

０円。  

 歳入合計。  

 ２億６ ,９６０万円、４００万円、２億７ ,３６０万円。  

 おめくりください。歳出でございます。歳出も同様の説明とさせていただきます。  

 １款総務費、４ ,７６１万９ ,０００円、△２３６万３ ,０００円、４ ,５２５万６ ,

０００円。  

 ２款管理費、４ ,９９４万１ ,０００円、６３６万３ ,０００円、５ ,６３０万４ ,０
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００円。  

 歳出合計につきましては、歳入合計と同額でございます。  

 それでは、事項別明細書をお開きください。  

 こちらも同様、５ページ、６ページをお願いいたします。  

 まず、歳入でございます。  

 １款分担金及び負担金、１項分担金、１目下水道分担金、１節受益者分担金、現年

度分１８万円。  

 ５款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金。一般会計から３８２万円

繰入れさせていただきます。  

 歳出でございます。おめくりください。  

 １款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費。一般管理費につきましては、職員

の人件費の補正でございます。  

 ２款管理費、１項施設管理費、１目処理場管理費、１０節需用費の修繕費で６３６

万３ ,０００円でございます。  

 おめくりいただきまして、給与費明細でございます。後ほどお目通しのほうをよろ

しくお願いいたします。  

 議案第４０号、第４１の説明とさせていただきます。審議の上、ご承認賜りますよ

うよろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（北  広光君）  

 おはようございます。  

 それでは、私からは、議案第４２号を説明させていただきます。  

 議案書のほうをよろしくお願いいたします。  

 議案第４２号  
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令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）  

 令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによ

る。  

 （歳入歳出予算の補正）  

 第１条  保険事業勘定の既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６０万円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億６ ,９００万円とする。  

 ２  保険事業勘定の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並び

に補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。  

                           令和２年９月２４日提出  

                           和 束 町 長   堀  忠 雄 

 １枚おめくりいただきまして、「第１表  歳入歳出予算補正」  

 まず、歳入でございます。  

 款、補正前の額、補正額、計の順に説明させていただきます。  

 １款保険料、１億２ ,３８７万８ ,０００円、△７１８万３ ,０００円、１億１ ,６６

９万５ ,０００円。  

 ３款国庫支出金、１億５ ,６５０万６ ,０００円、２５３万３ ,０００円、１億５ ,９

０３万９ ,０００円。  

 ４款支払基金交付金、１億７ ,２５５万８ ,０００円、２万９ ,０００円、１億７ ,２

５８万７ ,０００円。  

 ５款府支出金、９ ,８１２万５ ,０００円、１万７ ,０００円、９ ,８１４万２ ,００

０円。  

 ７款繰入金、１億９３２万６ ,０００円、１万７ ,０００円、１億９３４万３ ,００

０円。  

 ９款繰越金、８００万円、５１８万７ ,０００円、１ ,３１８万７ ,０００円。  

 歳入合計。  
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 補正前の額６億６ ,８４０万円、補正額６０万円、計６億６ ,９００万円。  

 １枚おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 歳出も歳入と同様の説明をさせていただきます。  

 ４款地域支援事業費、３ ,３２８万７ ,０００円、１０万円、３ ,３３８万７ ,０００

円。  

 ７款諸支出金、８７１万９ ,０００円、５０万円、９２１万９ ,０００円。  

 歳出合計は、歳入合計と同額でございます。  

 それでは、資料Ｎｏ .４２、予算に関する説明書、令和２年度和束町介護保険特別

会計補正予算（第２号）、保険事業勘定をお願いいたします。  

 １ページから４ページまでは総括でございますので、５ページのほうをよろしくお

願いいたします。  

 まず、歳入からでございます。主なもののみ説明させていただきます。  

 １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料、補正額△７１８万３ ,

０００円。  

 主なものといたしまして、１節現年度分特別徴収保険料で△５５８万３ ,０００円、

２節現年度分普通徴収保険料で△１６０万円でございます。  

 ３款国庫支出金、２項国庫補助金、７目特別調整交付金、補正額１００万円。これ

につきましては、特別調整交付金、コロナ関連の減免に係るものでございます。  

 同款、同項、８目介護保険災害等臨時特例補助金、補正額１５０万円。これにつき

ましても、介護保険災害等臨時特例補助金ということで、これにつきましてもコロナ

関係に係ります保険料の減免に係るものでございます。  

 ９款繰越金、１項繰越金、１目繰越金、補正額５１８万７ ,０００円。これにつき

ましては、前年度の繰越金でございます。  

 おめくりいただきまして、歳出でございます。  

 こちらにつきましても、主なもののみ説明させていただきます。  
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 ７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金、補正額５０万円。  

 これにつきましては、２２節償還金利子及び割引料といたしまして、コロナの関係

に係ります減免の過誤納に係ります還付金ということでございます。  

 次ページ以降、給与費明細となっておりますので、また、お目通しいただきますよ

うよろしくお願いいたします。  

 私からは以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 会議の途中ですが、ただいまから午前１０時５０分まで休憩いたします。  

休憩（午前１０時３５分～午前１０時５０分）  

○議長（小西  啓君）  

 休憩前に引き続き会議を開きます。  

 これから質疑を行います。  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 それでは、何点かお聞きしてまいります。  

 今朝の京都新聞にビッグニュースが出ておりました。これは宇治田原町ですけど、

「インフルエンザ予防接種無償化  ６５歳以上」ということで、宇治田原がいち早く

取り組まれたと、このように思うんです。隣の宇治田原町がされたんですから、和束

町もそういう考えを持って取り組んでいかれるのか、その辺についてお聞きをしたい

と、このように思います。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 畑議員のご質問にお答えをさせていただきたいと思います。  

 和束町としても、和束町高齢者インフルエンザ予防接種実施要綱の中に今、同様の
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内容を制定して、和束町の場合は９月１６日付でこの横の決裁をしていると、こうい

うことです。  

 内容については課長から答弁させます。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（北  広光君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、町長からもありましたように、実施要綱に基づきまして、本来６５歳以上の方

につきましては定期接種という形を取らせていただいておりました。例年でございま

したら１１月からの接種ということで、お一人、年度内１回限りで１ ,５００円自己

負担していただきまして、残りにつきましては公費負担という形を取らせてもらって

おったわけなんですけども、今年度につきましては、コロナとの同時流行等考えられ

ますので、今年度に限りまして、時期を早めまして１０月９日からの接種ということ

で、自己負担分につきましても全額公費負担させていただくと。  

 中途半端な１０月９日、なぜ、この日に設定になったかということなんですが、こ

れにつきましては、相楽医師会のほうでご相談いただいた中で、相楽統一してこの時

期から定期接種をやっていこうということで、予防接種のワクチンを製薬会社等に依

頼していただきまて、早めの入荷をしていただいて実施していただくということでや

っておるものでございますので、今年度につきましては、先ほど町長からもありまし

たように、６５歳以上のインフルエンザの予防接種につきましては、完全無償化を今

年度実施させていただくということでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 課長、聞き取りにくかった点がありますので、もう一度確認をします。  
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 １０月９日から実施するということですね。高齢者については今まで１ ,５００円

払っておったんが、今年度については要らないと、こういうことですね。分かりまし

た。  

 今、和束町の対象者はどのぐらいの数を見ているんですか。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（北  広光君）  

 対象者につきましては、おおよその数でしかございませんので、いつも予算の算定

をさせていただいていますのが、前年度の接種人数をベースにさせていただいており

ます。昨年度、一昨年度も１ ,０００人を超えたぐらいの人数に接種をいただいてお

るところでございますので、今年度につきましては、無償化によりまして、１割でも

２割でも多くの方が接種していただくと思いまして、無償化に踏み切ったということ

でございます。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 １ ,０００人程度ということでございます。今年の場合は特にコロナであるのか、

インフルエンザであるのか分からんところがようけ出てくるように、このように思い

ます。コロナにかかっても大変だし、インフルエンザにかかっても大変なんですけど、

私も毎年毎年接種はしておるんです。１ ,５００円ということですが、非常に助かる

と思うんです。  

 和束町の場合、これだけ高齢化率が高いということは当然だと、このように思いま

す。よくぞ決心していただきました。ありがとうございます。これはこれ以上聞きま

せん。  

 次にね、今回の大きな補正の目玉は茶源郷行政配信機器更新委託料１ ,２００万円
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です。これを今後どのようにされていくのか、総務課長、よろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 畑議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 まず、和束町が今現在行っております茶源郷配信システムにつきましては、ＮＴＴ

西日本のほうのフレッツ光が和束町に導入されたということを受けまして、２０１５

年、今から約５年前になるんですけども、光ボックスによるタウンチャンネルという

のを開設させていただきました。  

 和束町ではこれまで防災行政無線、またホームページ、そしてこの光チャンネルに

よる情報発信を行うということで事業を進めてまいりました。しかしながら、この光

ボックスのシステムにつきましては、やはり時代の流れといいますか、既に現在販売

されているテレビ等にＹｏｕＴｕｂｅと言われる、そういうインターネットを見られ

るようなテレビも出てきてまして、この光チャンネルの機械自体が売れなくなってき

たということで、来年３月末をもって販売が終了します。その関係で、和束町は実際

６年前に機械を購入させていただいたんですけども、その機械は動くのは動くんです

けども、新しい情報がまるっきりできなくなったということで、今回、新型コロナウ

イルス感染症の防止を行うという観点から国の交付金を活用しまして、住民の皆様と

双方向で、結局、家にいながら役場の職員なり社会福祉協議会、また商工会、地域包

括支援センターと画面でお互いに遠隔でつながるようなサービスを構築したいと考え

ているところでございます。  

 なお、新サービスの名前につきましては、ＮＴＴのほうから頂いているのが「ささ

えあいコミュニティシステム」ということで現在検討をさせていただいているところ

でございます。  

 現在、和束町では光ボックスの機械でございますが、４９４台、住民の方に利用し
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ていただいております。今回の予算で光ボックスに代わるシステム、端末といいます

か、モニターといいますか、タブレットですね。今までテレビにつけていたものから

タブレットとテレビと二通りあるんですけども、タブレット型を５００台、そしてテ

レビに備え付ける今までのような新しい機械ですけども、これについては６０台購入

を予定させていただいているところでございます。  

 これによりまして、先ほど畑議員にお話ししましたように、地域包括支援センター、

社会福祉協議会、商工会、診療所、また公共施設等役場という形で画面でつながるよ

うなイメージを持っているところでございます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 当然これは議会中継も分かるんですね。私もときたま議会中継を見るんですけどね、

動きは悪いわ、いろいろな苦情を聞いております。せっかく付けながら議会は何やっ

ているのか分からんということで、今になってきたら見る気もしませんということを

いろいろ聞いておりました。これは一歩進んだことだと、このように思うんです。  

 当然、高齢者の型でも、議会中継でも見やすくなったら簡単に見られると思うんで

す。しかし、今現在では使い方は分からん。１回言ったぐらいでは分からんというこ

とで、だんだん離れてきたと、このように思うんです。これはいつ頃から開始されて

使えるようになるのか、その辺についてもお尋ねをします。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 現在、ＮＴＴのほうでシステム開発中でございます。私ども、この補正予算を通り
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ましたら、来年３月末までには全て完了するようにということで指示をさせていただ

きたいというふうに考えております。ですから、補正予算を通していただいた後、Ｎ

ＴＴのほうに指示をさせていただきまして、６月議会がございますので、３月中にシ

ステムの完成、４月から６月の間に新しい機械に更新をしたいというふうに考えてい

るところでございます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 そうすると、せっかちなもんですから、６月には見られると。まだ分からんようで

すね。分かりました。これはひとつ期待しておきます。よろしくお願いします。  

 それともう一つ、下水道事業特別会計で今回はまた３８２万円ですか、一般会計か

らの持ち出しがございます。これは当初予算で１億６ ,５００万円持ち出しておるん

です。去年でも１億７ ,０００万円前後持ち出しておるんですけどね、ただ、前も私、

こういうことをお聞きしました。一般会計は全町民の方からです。しかし、下水道は

エリア以外の方は皆無に等しい。その代わり合併浄化槽というシステムになっておる

わけですが、この持ち出し金は先日の決算特別委員会の中でも下水道の未収金のこと

が出ておりました。これが回収してきたら助かるんじゃないかと、このように思うん

です。これについて建設事業課長、いかがですか。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えさせていただきます。  

 下水道の一般会計からの繰入金には基準がございます。基準の繰入金の中で何とか

運営をしていくということで、運営は頑張っているところでございます。それに対し
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て、今、言われるように、滞納者に対するできるだけの徴収を努力しているというの

が現状でございます。  

 ただ、下水道は建設当時に造った施設の償還する、いわゆる建設の費用ですね、こ

れの償還金がかなり残っておりまして、その償還に充てる部分が多くなっております。

そういうのも含めますと、繰入金が若干膨らんでいるというのは現実でございます。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 言われていることは十分、私も分かっているんですけどね、なくなってきたら持ち

出すというようなことではいかがなものかと、このように思います。これについては

課長、重ね重ね、ひとつそっちの方向に向かっていくようにお願いします。  

 それから、皆さんまたあると思うんですけど、商工会の事業者支援給付金、これに

ついて農村振興課長、説明いただきたいと、このように思います。  

○議長（小西  啓君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 これにつきましては、５月の臨時会で茶業経営支援ということで給付金を支給させ

ていただいたんですけど、今回は茶業関係以外の方の事業をされている方に対して、

１件５万円の給付をするという事業でございます。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 分かりました。商工会全部に対してですか。  

○議長（小西  啓君）  
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 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 商工会に入っておられない方もございますので、和束町に個人事業、それから法人

事業の事業税の関係で課税させていただいているんですが、申告していただいている

方に対しましての事業者ということでございます。商工会の方だけではございません

ので、よろしくお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 畑議員。  

○９番（畑  武志君）  

 １事業者に５万円ですか、それとも従業員に５万円じゃないですね。そこらを確認

だけしておきます。  

○議長（小西  啓君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 お答えさせていただきます。１事業者でございます。個人・法人１事業者につき５

万円ということでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 ほか。  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 今の畑議員の続きで申し訳ございません。  

 この事業者につきましては、臨時議会の中でも出てました民泊とか農泊とか、そう

いった方々はこの事業者の中に入っているですか。  

○議長（小西  啓君）  
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 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 お答えさせていただきます。  

 申告していただけている方であれば入ってます。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 分かりました。ありがとうございます。  

 あとですね、先ほどの茶源郷情報発信システムなんですが、タブレットなりテレビ

と接続するようなものということなんですが、この通信システムというのは今の光ボ

ックスと同じように光回線を引いて行うものなのか。タブレットですからモバイル通

信でいけるのか、そのあたりと、あと、モバイルでいく場合、中継器はどうなるのか、

そこらあたりをお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 お答えさせていただきます。  

 髙山議員からありましたように、ささえあいコミュニティというシステムにつきま

しては、あくまで光ボックスの延長になります。光ボックスを設置していただいてな

いところにつきましては、タブレットにつきましても利用ができないという形になり

ますので、光ボックスが設置されている家庭ということに限定になりますので、ご理

解をお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  
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 ということは、この４月以降３月までの間ですね、住民の方からそういった光ボッ

クスの設置ということで、それまでに光ボックスを申請をされた場合、それは継続さ

れるということでよろしいですか。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 お答えさせていただきます。  

 私、先ほど言いましたように、実際、光ボックスの今の機械でございますが、４９

４台、住民の方に利用されておりまして、残り６台でございます。実際、来年４月か

ら６月にかけて、本日、補正のご承認をいただきましたら指示をさせていただくとい

うことでございますが、やはり今回新規の方が出てきた場合につきましては、事情を

説明して、来年４月以降に機械を貸与するという形で進めてまいりたいというふうに

考えているところでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 ありがとうございます。  

 次にですね、一般会計の１４ページなんですが、新生児特別定額給付金なんですが、

これにつきましては、いつまでの期間延長になっているのか、それと、１人当たりの

金額を教えていただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  

○福祉課長（北  広光君）  

 はい、お答えいたします。  

 これにつきましては、４月２７日まで国の制度でありました特別定額給付金、これ



― 41 ― 

以降出生された方ということで、４月２８日以降お生まれになった方で令和３年３月

３１日までに出生された方につきまして、お一人１０万円の給付を予定しておるとこ

ろでございます。  

 今回の補正予算で２００万円上げさせていただいております、これの根拠につきま

しては、今現在、福祉課のほうに母子手帳の取得等で想定される人数につきましては、

おおよそ１５名ということでございます。残りの５名分につきましては、転入等も考

えられるということで、一応、２０名分の予算のほうを今回計上させていただいたと

いうことでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 ありがとうございます。  

 対象者の方は随分喜ばれると思います。ありがとうございます。  

 次に、１６ページなんですが、農泊新型コロナ感染予防対策支援金１４０万円ござ

いますが、これにつきましては、予防対策というのはどのような対策のことになるの

かお願いできますか。  

○議長（小西  啓君）  

 地域力推進課長。  

○地域力推進課長（草水清美君）  

 はい、お答えいたします。  

 新型コロナ感染症の対策につきましては、農村民泊ということで和束町がこれまで

進めてきました住民の皆さんに協力していただいた事業なんですが、コロナ対策とい

うことで、マスク、消毒液、それから非接触型の検温器ということで、これらを含め

まして、１世帯当たり２万円をということで考えております。  

 対象者につきましては、これまで登録していただいていた方で今後もこの農泊事業
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にご協力いただける方、また、今後、今年の末までに農泊の受入れを新規に登録され

る方を対象に農泊の推進を進めて、引き続き、コロナ対策を講じながら進めてまいり

たいと思います。  

 よろしくお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 分かりました。ありがとうございます。  

 次にですね、同じ１６ページなんですが、町道維持修繕工事５００万円がございま

すが、これについて具体的に場所等を教えていただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 町道維持修繕工事につきましては、小修繕を考えております。１年間を通してです

けども、各区長さんのほうからいろいろな要望が上がってきています。大きな工事に

ならないものを大体まとめて一括で工事発注を考えておりまして、今、１０か所ぐら

いあります。それをまとめて町内全域で工事を発注したいということでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 今、グリーンスローモビリティで石寺コースということで、この１０月からまた運

行開始をされるということになります。見てますと、白栖から石寺の間の道路、かな

り舗装が割れてるところであるとか、常に水がたまっているというところが何か所か

ございます。それと、石寺地内ですが、石寺の公民館あたりから丸塚橋までの間、舗

装も大分傷んでいますし、以前２０年ぐらい前ですか、拡幅工事をやっていただいた
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ところ、そこにつきましても道の半分ぐらいから法面のほうにずれていっているよう

な様子のところもございますので、そういったところもこの中で含まれているのかど

うか教えていただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えさせていただきます。  

 今、言われている丸塚線については、今回含んでおりません。もうちょっと小規模

なもの、例えば、先ほど言われたように、路肩が数メートル落ちているところで通行

に支障が出ているところとか、あと、極端なことを言いますと、軽自動車が通れるぐ

らいの橋で、地元の方が若干架け足しとかして車両が大きくなったところの補強修繕

とか、何か所か今、出ておりますので、それをさきにまずやりたいということで考え

ています。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 今、言いましたように、今後、観光で継続して取り組んでいただくのであれば、安

心して観光の方も走行できるような環境整備というのも必要かと思いますので、よろ

しくお願いしたいと思います、それは今後になるかと思いますが。  

 それと、府道の関係になるんですが、交通安全の関係でお尋ねしたいんです。  

 以前から住民の方から原山のバス停のところに横断歩道があるんですが、そこの横

断が湯船方面から来ると少し道路が下り坂になるんで非常に見にくい状況になる。通

行する車両は相当の速度を出していて横断するのに怖いということがございまして、

その手前のほうに速度を落としていただけるような道路標示であるとか、そういった

ことを例えば公安なり道路管理者のほうに要請をお願いできないかなということもご
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ざいます。  

 それと、私はずっと町道を確認してますと、横断歩道が随分消えている場所がある。

例えば、東石油の前ですともう色が全然ついてない。型だけ残っている。あと、和束

茶カフェから出てきたところの宇治木屋線の横断歩道、あそこについてもほとんど消

えてます。ローソン前のところも長井側の横断歩道が消えていたり、小学校付近の例

えばキザキ商店の前の横断歩道であるとか、何か所か薄くなっているところもござい

ます。特に通学道路につきましては、そういったところですね、安全対策の意味でも

横断歩道の塗り替えといいますか、分かりやすい標示に府のほうに要請をお願いでき

たらなと思うんですが、そのあたりいかがでしょうか。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 今の件につきましては、確かに私も確認はしております。毎年４月の終わりか５月

の始め頃に、それから今回、秋は日も決まっていまして、１０月１日の午後からなん

ですけども、小学校・中学校のＰＴＡ、それと道路管理者で総務課のほうから交通安

全担当者ということで町内の巡回で確認をしています。  

 去年は何か所か描き記直したところがあるんですけども、何せ規制看板になります

と、これは道路管理者ではできないということで、京都府でこれを描くことはなかな

かできない状況です。  

 実際のところ、お叱りを受けると思うんですけども、警察のほうに何回も何回もお

願いはしておるんですけども、警察からの回答では、なかなか予算が回ってこないと

いうことで、去年１か所かなり大きなことはしてもらったんですけども、それは原山

から湯船に向かっての黄色の線ですね、これをかなり引っ張ってもらえたんですけど

も、なかなか予算がうまく回ってこなくて、今年も１０月１日にありますので、その
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場で警察の交通のほうに十分話をさせていただきますので、よろしくお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 先ほど畑議員のほうからありましたインフルエンザ予防接種の関係なんですけども、

６５歳以上の高齢者については、一応、今年度に限ってということではありますけれ

ども、自己負担なしでやっていただくということで、これはこれで今年度としてはよ

かったというふうに思うんですけども、この間、言っておりますように、これまで乳

幼児の予防接種ということではやっていただいていて、１回１ ,５００円を２回まで

補助をいただくというふうにしていたんですけども、今回、小学生までは範囲を広げ

ていただくということで早くから表明もいただいていたんですけども、ただ、やはり

価格自身は大変高い状況がありまして、大体、今、１回４ ,０００円近くするという

こともありまして、１ ,５００円といいましても半額にも及ばないという状況があり

ます。  

 そういう点では、補助制度ができたときに比べましても、負担額が大変上がってい

るということもありますので、その辺についての対応をぜひしていただきたいという

ことを要望していたと思うんですが、その辺はどのように扱っていただいているかと

いうことと、あと、やはり年齢にしても、今、高校生まで、一応、医療費の助成につ

いては頑張ってやっていただいているということもありますので、一定それと整合性

というと変ですけども、医療に関わることですから、やはり予防接種についてもそこ

まで一定伸ばしていただくことも含めて検討いただきたいということで、これも要望

していたわけですけども、その辺についての検討はどのようにしていただけるかとい

うことをお聞きしたいというふうに思います。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  
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○福祉課長（北  広光君）  

 お答えいたします。  

 乳幼児のインフルエンザの予防接種の補助につきましては、今、岡本議員からもあ

りましたように、６月の定例会のほうで予算提案させていただきまして承認いただき

ました。これにつきましては、先ほどありましたように、乳幼児から小学校６年生ま

でのお子さんにつきまして拡充させていただいたところでございますが、今現在、先

ほど町長からもありました６５歳以上の高齢者の無償、これと同様に、今年度、コロ

ナウイルス感染症拡大防止、また同時流行を防ぐという意味から、小学校６年生まで

今年度拡充した分の補助を完全無償化にしていくというので、本来でしたら１ ,５０

０円の２回を接種ということで、１人につき最大で３ ,０００円までの補助でござい

ましたが、これにつきましては、残りの分につきましても全額公費負担でいくという

ことで、今年度につきましては全額無償でいくということでございます。  

 もう一つ質問がありました医療費につきましては、１８歳のところまで無償になっ

ているところで、そこまでのということでございますが、一応、今般、厚生労働省か

らの通知とか頂いておる中では、やはりインフルエンザの予防接種につきましては６

５歳以上の高齢者を特に重点的にと。  

 また、年齢の若い方につきましては、小学校２年生ぐらいまでを特に重点的に監視

をしていった中で、予防接種をより多く受けていただいてほしいというような通知も

頂いているところでございます。今年度、小学校６年生まで範囲の拡充をさせていた

だいたところでございますので、そこまでの範囲で今年度は無償化の中で対応してい

きたいと考えております。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  
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 分かりました。  

 いわゆる拡充していった分について、これは一応取りあえず今年度という限定では

ありますけれども、負担がないようにということで拡充したこと自身は大変頑張って

いただいたというふうに思いますし、それも踏まえて、次年度以降どのようになるか。

コロナ自身もどうなるか分からないという状況もありますし、恒常的な制度というこ

とで、一定、新年度に向けてぜひ検討はしていただきたいというふうに思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。  

 併せて、高齢者もそうなんですけども、いわゆる一旦負担をしましてね、その領収

書を持って償還するというやり方でずっとしておられると思うんですけども、医療費

などについては、今、窓口ゼロということで、その場でも負担がないというふうにし

ていただいている分もあります。インフルエンザについても１回払うとすると大変高

額になってくるということもありますので、一定いろんな意味での障壁というか、そ

ういうものをなくしていくという意味では、医師会等とのいろんな連携も必要と思う

んですけども、窓口のところで一定軽減をされる、また無償になるというような、そ

ういったことももしできるんであれば、ぜひ工夫をしていただきたいと思いますので、

その辺、もしできるんであれば、福祉課長に答弁いただきたいというふうに思います。  

 それと、総務課長にお聞きしておきたいんですけども、今回、いわゆるコロナ対策

の臨時交付金の関係でいいますと、一応、計算したところ、収入面で大体６ ,０００

万円ぐらいの臨時交付金が今回収入として入ってきて、それを配分するというふうに

なっていると思うんですけども、一応、上限額というのが国から示された額があった

というふうに思うので、今回６ ,０００万円程度ですけども、これで臨時交付金とし

ては終わるのかどうか、まだ、今後、計画的に残額があるのかどうか、その辺、もし

分かれば答弁をいただきたいと思います。  

○議長（小西  啓君）  

 福祉課長。  
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○福祉課長（北  広光君）  

 お答えいたします。  

 医療費の窓口払いの件でございますが、高齢者につきましては、現在も定期接種と

いうことで、一定、医療機関との契約の下にさせていただいている中で、今、１ ,５

００円のご負担をいただいていたところでございますので、これにつきましては、窓

口での負担が一時的にも支払いがしなくてもいいような体制を取らせていただこうと

考えているところでございます。  

 ただ、小学校６年生まで拡充させていただいた分につきましては、各医療機関との

連携というのが今、調整中でございますが、各医療機関ともなかなかそういうような

調整が取りにくいというところもございますので、これにつきましては今後まだまだ

検討していかなければいけないということでございますので、よろしくお願いいたし

ます。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 岡本議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 国のほうから新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金ということで内示

をいただいている金額が２億２ ,５９８万５ ,０００円でございます。約２億２ ,６０

０万円でございます。現在、５月の臨時会からこの９月定例会までに上げさせていた

だきました交付金事業の総額でございますが、２億４ ,４９０万６ ,０００円というこ

とで、約２ ,０００万円を上回っているという状況でございますので、全ての事業で

予算を全部使い切ってしまえば、これ以上、交付金は充てられないという状況でござ

います。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  
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 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 分かりました。  

 それで、農村振興課長にお聞きしておきたいんですけども、今回新たな臨時交付金

を使っての事業も新規の事業として幾らか提案をいただいているんですけども、先ほ

ど言いましたように、これも３次にわたっていろいろやっていただいてきた中で、農

振の関係でいいますと、いわゆる商品券の給付というのをしていただいていました。

これが８月末で一応締切りということで終了しているわけですけども、最終的にこれ

自身はどこまで行き渡ったのかというのを報告いただきたいということと、それから、

まだこれは途中でありますけども、農家への支援金ですね、１０月というふうに言っ

ておられましたけども、これが今どの程度まで来ているのか、その辺、報告をいただ

きたいと思います。  

○議長（小西  啓君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 岡本議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 商品券につきましては、この前の委員会でもご報告をさせていただきましたように、

今、手元のほうに数字を持っておらないんですけども、９７％ほど配布が終わってお

るということでございます。  

 それと、給付金につきましては、昨日現在で２０２件が給付決定させていただいた

ところでございます。一応、農業関係ですと２３０ぐらいはあるかなというふうに見

込んでおりまして、１０月３０日が締切りになっておりますので、駆け込みというん

ですか、まだ来られている方もございますので、まだ何者かは申込みに来られるかな

というふうに思っております。  

○議長（小西  啓君）  
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 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 いわゆる商品券なんですけどね、９７％と。この前の委員会のときに報告いただい

た分でありますけども、あと残り３％の分というのは、１０万円の定額給付金があり

ましたね。かなり詰めていただいて、あと一桁みたいなところぐらいまでは詰めてい

ただいたというところがありますけども、そういうところを見ますと、一応対象は同

じですから、そこまでは行ける可能性はあったと思うんです。  

 そういった点では、これ自身は町自身の独自施策ですので、定額給付金は国の施策

なんで、一定３か月という期限があったということで締めざるを得ないという状況が

あったと思うんですけども、これ自身は町が決めたことなんで、もし期限が来たとし

ても延ばして、その間にもう一回ちゃんとするということはできることだと思うんで

すが、そういった残りの分について一人一人ちゃんと決着をつけるという部分で、そ

こはちゃんと確認して、要りませんとか、いませんとかいう、どうしようもないよう

な状況ということ以外は全て意思確認できたと。その上で締め切られたということで

よろしいですか。  

○議長（小西  啓君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 施設入居者の方につきましては、既に仕方がございませんので、確認はさせていた

だいておりません。昨日も岡本議員とお会いしましたけども、そういった形の中での

努力はしておりますので、よろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  
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 要は、８月末の段階で一応切られたわけですよね。私、町長にお聞きしておきます

けど、さっきから言っているように町がやっていることですから、例えば、もし８月

３１日まででどうしても決着がつかへん人がいると。ちゃんと意思確認できてません

という人がいるんであれば延ばしたらいいと思うんですよ。例えば、９月末まで延ば

すとか、１０月末まで延ばすとかいうふうにして、ちゃんと意思確認して、渡せる可

能性がある人にはちゃんと渡すというふうにすればいいと思うんです。制度的に期間

も延長してやるというふうにすれば十分できるはずですから、その辺は町長、今回せ

っかく独自にやられたことですから、商品券というのは使われないと意味がないとい

う状況もありますし、渡らないと使えないということもありますから、そういう可能

性がある人にちゃんと届けるという意味では町長としては責任を持っていただいて、

担当課にも逆上ってでも要綱を変えてでも渡せるような条件をつくっていくというこ

とをされたらいいと思うんですけども、その辺いかがですか。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えをさせていただきます。  

 岡本議員もご承知いただいていると思うんですが、全てお支払いするという給付金

とかいうのは根拠を持って要綱等を持っております。その要綱等については、基準と

か手続上のことを全部うたっておりますから、ここでお答えさせていただくのは、そ

ういうことであると思います。  

 ところが、今、岡本議員も質問あったところはですね、町の独自だからということ

で、その要綱を曲げてというのは答弁できなかったもんですから、課長は、昨日、窓

口でお話ししてましたというところがそこにあるということだと思うんです。だから、

私は日頃からこういった制度については岡本議員のご質問にも答えたかと思いますが、

一番大事なことは、解決していく。住民に寄り添ってこの仕事をしていくというとこ
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ろでご理解をいただくと。だから、この本会議の中でこうしますよ、というのは答弁

はできない。やっぱり、条例、規則、要綱に従って私たちは仕事をしております。そ

ういう意味で、この中には住民に寄り添ってやっていきたいと、こういうことでご理

解いただきたいと思います。  

 よろしくお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 会議の途中ですが、ただいまから午後１時３０分まで休憩いたします。  

休憩（午前１１時３０分～午後１時３０分）  

○議長（小西  啓君）  

 休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続けます。  

 井上議員。  

○６番（井上武津男君）  

 それでは、私のほうから１点質問させていただきます。  

 ６ページの総務管理費補助金で社会保障税番号制度のシステム整備費補助金のこと

で、国は今度デジタル庁を発足さすことになりました。そして、マイナンバー制度が

多分このことでより一層促進されるようなことになると私は考えますけれども、今現

在、和束においてマイナンバーを取得されている数をお聞きしたいです。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 井上議員のご質問にお答えいたします。  

 マイナンバーカードの交付を受けておられる数ということでお答えさせていただき

ます。  

 ９月１３日現在の数字となっておりますが、３９５件交付させていただいておりま

す。  
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 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 井上議員。  

○６番（井上武津男君）  

 人数からしたら、かなり低いと思いますけれども、これからどのようにこれを拡充

していくか、その啓発というものをどのようにされていくのか、その点についてもお

聞きしたいんです。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  

 マイナンバーカードの交付率のアップということで、市町村に対しまして交付円滑

化計画の策定というのが求められております。令和４年度末にほとんどの国民がマイ

ナンバーカードを持っておるという状態を想定して、そのために市町村はどのような

施策を打つかということで計画を立てております。  

 その一環といたしまして、本町では昨年末ぐらいから、あらゆる機会を取りまして

マイナンバーカード交付の勧奨をさせていただいております。例えば、集団がん検診

の会場に担当者が赴きましてご案内をさせていただきましたり、また、今年なかなか

十分にはできなかったんですけれども、確定申告の会場におきましてもチラシの配布

なり説明をさせていただいているところでございます。今後におきましても、あらゆ

る機会を通じまして周知等をさせていただきたいと考えております。  

 また、今回の補正のほうに入れさせていただいているんですけども、コンビニ交付

の関係につきましても、交付率の向上にマッチするものというふうに考えております。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  
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 井上議員。  

○６番（井上武津男君）  

 総務省だったか、テレビ放送でよくやっているんですけども、マイナポイントです

か、５ ,０００ポイントつくということがよく宣伝されております。こういうことも

含めて協力的に活動していただきたいと、このように思っております。  

 どうぞよろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 村山議員。  

○４番（村山一彦君）  

 私のほうは皆さん全部質問をされましたので、ちょっと町長にお聞きしたいと思い

ます。  

 せんだって９月１８日の新聞に載っておりましたけども、読ませていただきます。  

 「茶カンキン類有効か。コロナ予防研究着手。坑ウイルスなどの効能に着目」とい

うようなことで載っておりました。ちょっと読ませてもらいますと、「『新型コロナ

ウイルス感染症対策で、京都府は１７日、京都大と共同で茶に含まれるカテキン類の

感染防止効果を確かめる研究を進めることを明らかにした。宇治茶の健康機能を広く

ＰＲして需要を拡大する狙いもあり、本年度内をめどに研究結果を公表する』、この

日の府議会代表質問で西脇知事が答弁した」と載っておりました。  

 茶業の方は来年も苦しいというような思いを持っておられると思います。しかし、

こういうのを書くことでお茶のカテキンをＰＲされたら非常に巧妙が見えるというよ

うな形になってくるかと思います。それで、町長には、知事をせっついていただいて、

早く成果を出していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  
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 はい、お答えいたします。  

 今回の新聞で報道されたというのは、私も非常にうれしく受け止めさせていただき

ました。  

 といいますのは、日頃から私も、駄じゃれやないんですけども、昔から人間に大事

なことは言葉で引き継いでおります。お茶に関係して生活の言葉の中にたくさん含ま

れております。一番代表的なのは、「無茶したらあきませんよ」と。  

 それと、もう一つは、今もそうなんでしょうけども、この間まで小学校等でお茶で

うがいしようとか、そういうことをよくＰＴＡとかで取り組んできました。そういう

ことを考えますと、お茶のカテキンがウイルスにいいんじゃないかというのは、これ

は本当にそのように私も感じておりましたし、新しい副知事が和束町におみえいただ

いたときもこの話を京都府としてお願いしたいということを申し上げたら、これはい

いことですねという返事をいただいておりました。そういう中でこういう記事が載っ

たというのは、今、言われますようしに、生活の中でお茶というのは健康にいいんだ

と。そういう消費量を上げていく、これは非常に重要なことだと思います。  

 そういう中で、今やっておりますのは、茶研もそうなんですけども、種類ごとにど

こにどうなんかというように次につなげていかなきゃならない。そういうことで、茶

主によってもどう変わるのかとか、その辺の研究はこれから続いてやっていかなきゃ

ならん、お願いしていかなきゃならんということで、今、言われますように、この成

果を本当に出していただいて、次につなげていけるものを、また、それによって和束

町のお茶を中心としたまちづくりの発展につなげていくというのは非常に不可欠だと

思いますので、そういう認識をしておりますので、今後ともひとつよろしくお願いい

たします。  

○議長（小西  啓君）  

 村山議員。  

○４番（村山一彦君）  
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 非常に期待しておりますので、よろしくお願いします。  

 ちなみに、私も風邪で喉の調子が悪いときは、番茶に塩を入れてうがいをしたら非

常によく聞きますので、皆さんもまた実践していただきたいと思います。  

 それと、町長、もう１点ですけども、せんだって町長にもお会いしましたけど、特

定健診に行ってきました。そのときに桐山先生に診ていただいて、先生もかなりくた

びれておるということで、「誰か代わりがいないか」というようなことを言っておら

れました。町長にこの間、聞いた話で、「なかなか難しいらしいんです」と言ったら、

「わし、しんどいさけ、早う頼むで」というようなことを言っておられました。  

 和束町は高齢化率が５０％に近づいていると思いますので、やはり診療所はなくて

はならない。だから、少々給料が高くても来てもらう必要があると思いますが、その

辺、町長のお考えはどうでしょうか。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、住民の中でもいろいろとお願いしておりますのは、かかりつけ医を持ちましょ

うということで、そして、公立病院ではこの近くの山城病院がありますが、これは急

性期の病院としてさらに専門性を深めていこうと。今年度からも初診料も違ってくる

と、こういう体制の中で、かかりつけ医は非常に大事なんですね。そういうときに和

束町の中でも急性期とか、そういうところではなしに、日頃からかかりつけ医を持っ

ている。そういうことで和束町の診療所の果たしている役割は非常に重要だというよ

うに思っております。  

 そこで、医師の確保というのは非常に大事なことですので、早くからいろんな角度

から、まず山城病院だとか、京都府立大、京都府もそうですけども、含めて、今、京

都府にもお願いしておるんですけども、そういうことを今、進めているところであり
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ます。これは前議会のときにも皆さん方にも力をかしてくださいみたいなことを申し

上げました。  

 医師確保というのは非常に今、難しいわけなんですね。この辺のところをどうする

か。だから、いろいろ考える中で早急にやらなきゃならんのは、精華町は指定管理で

民間の医者がやっておられます。そういうことも含めて広くやっていかなきゃならな

い。まずは医師の確保ということで、京都府に力をかしていただくということでお願

いをしているというのが実情です。さらにいろんなことにこれから早急に取り組んで

いかなきゃならないというように思っております。これは重要なことだというように

思っております。  

 それと、先生は定年というのは私ら職員のときにより年数が長くあるわけなんです。

それを超えて延長で今お世話になっておるわけなんです。これはいつまでもいきませ

んから、まずは先生を確保できるまで協力依頼をしております。そういう状況で、非

常に厳しい状況にあるということは認識しておりますので、これは一生懸命やってい

かなきゃならんと思っておりますので、また、いろいろとその辺の知恵とかをお貸し

いただいたら非常にありがたいなとおりますので、ひとつよろしくお願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 村山議員。  

○４番（村山一彦君）  

 ありがとうございます。  

 今度、総合福祉構想というものがありますし、医療設備も今よりも数段充実するか

と思います。何より、やはりこういう小さな診療所でしたら全ての分野を診ていかな

くちゃならないということで大変な面もあろうかと思いますが、いい先生を迎えられ

るように努力のほうをお願いしたいと思います。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  



― 58 ― 

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 先ほどの茶源郷行政情報配信システムの関係で何点か確認をさせていただきたいん

ですが、先日の議会の中でもあったかと思うんですが、現在のインターネットで見れ

るホームページと光ボックスで見れるホームページというものがあるかと思うんです

が、お知らせについてなかなか更新されてないとか、いろんな問題もありましたけど

も、これについては今後更新される中で統一したものにあるのか、今まで同じように

分離されるのかというところをお聞きしたいんですが。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 髙山議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 実際、ホームページの関係でございますが、検討委員会ということで、昨日、庁内

の各課から代表に集まっていただきまして会議をしました。私のほうからも申し上げ

ましたように、なぜ、これまでホームページが更新できてなかったのか、何が問題な

のかということで議論をさせていただいたところです。  

 現在のシステムにつきましては、平成２３年、平成２４年に導入させていただいた

システムで、相当古く、現在の情報の伝達には向いてない状況です。ですから、今年

度中にホームページを更新して、スマートフォンでも見れる。また、職員が更新しや

すいようにということで、実際どういうふうにすれば更新してもらえるんだろうとい

うことで疑問を投げかけましたところ、やはり今それぞれの課ごとに１台しか入力で

きる端末がない。自分の机のスペースで入力ができないという状況がございますので、

まず、それを改善したいなと思っております。  

 それと、併せまして、これまで制限されていた入力方法についても、現在、私たち

が使っているパソコンのように入力できるようなシステムに構築できればなと。  
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 それと、併せまして、今回、検討委員会でお話ししてますのは、議会中継につきま

しては、光ボックスのシステムしか入ってないということで、１人の委員から、やは

りホームページの中でも議会中継等を放映できるような形で考えてほしいというご意

見もいただいたところでございます。和束町には防災行政無線、そしてホームページ、

光ボックスと三つの情報伝達手段がございますが、それぞれのいいところを生かしな

がら構築していきたいというふうに考えております。  

 なお、現在、各検討委員につきましては、自分がこの町のホームページはいいなと

いうところを二つ、三つ挙げて、次回１０月１日に会議をするんですけども、そのと

きに挙げていただいて、みんなで検討していこうという内容で進めているところでご

ざいます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 ありがとうございます。  

 やはりホームページのアクセス権限さえ与えればどこからでもいけるのかなと思い

ますんで、そのあたり、またいろいろ工夫していただいて、より見やすい、常に新し

い情報が配信されるようにお願いしたいなと思います。  

 今の部分でいくと、今度のささえあいコミュニティシステムですか、この中でも同

じものを見れるということでよろしいですか。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 はい、髙山議員のご質問にお答えします。  

 現在考えておりますＮＴＴのほうのささえあいコミュニティのシステムにつきまし
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ては、当然、インターネットを経由して和束町のホームページにもダイレクトで見れ

るような形で考えているところでございます。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 前回の臨時会のときでしたかね、高齢者の見守りサポートというようなことでお話

しさせていただいたかと思うんですが、これについても、このシステムの更新に合わ

せて検討をしていくというようなお話だったと思うんですが、そうなりますと、先ほ

ど確認させてもらったように、このシステムを住民の方が使用しようとすると光回線

であるとか、そういったものが必要になるかと思うんです。そういう見守りが必要な

方、特に高齢者の方については、今現在、インターネット回線のつながるような配信

がされてないというふうになるかと思うんですが、そのあたりの対応はどのように考

えておられますか。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 本来、見守りが必要な方につきましては、平成２３年度から和束町が、直接、職員

を雇い上げまして、訪問サービスを行っているところでございます。  

 これについては、１週間で２日の方もおられれば３日の方もおられるということで、

もともとは介護保険の補助金を頂いてやったサービスなんですけども、見守りサービ

スということで、定期的に職員が訪問をしておるところでございます。当然見守りが

必要な方については、この見守りサービスを続けていくということが前提にあります。  

 併せまして、少し自分で生活ができるという方につきましては、ふれあいサロン等

ですね、集会所でやっておられる地域がたくさんございます。そういうところに光ボ
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ックスのシステムが入っていれば、その大きなテレビを使って地域包括支援センター

なり社協とつながるというようなシステムになりますので、そのあたりでご利用いた

だければと思っているところでございます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 今のふれあいサロンの開催されている場所ということになりますと、大体、公民館

とか集会所とかが中心になるかなと思うんですが、個々の家庭ではそういったことは

なかなかやりにくいということになるんですか。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 光ボックスを導入していただくという形になりましたら、ＮＴＴの光フレッツに契

約をしていただかなければならないと。本来でしたら電話代で済むものがプラス３ ,

０００円ぐらいかかってくるということでございますので、このあたりをどういうふ

うに対応していくのがいいのかということを、今後、福祉課と詰めていきたいと思っ

ているところでございます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 髙山議員。  

○２番（髙山豊彦君）  

 今後検討していただいたらいいかなと思うんですが、高齢者の方でもアプリを使用

される方もおられるかと思いますので、今後、ワンタッチで情報が送れるようなアプ
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リの開発であるとか、ＮＴＴあたりでしたらそういったことも研究もされておられる

と思いますので、今後、各家庭の中で簡単に使用ができるような、そういったものも

検討していただけたらなと。  

 き見守りサポートということで定期的に行っていただいたとしても、その間に何が

あるか分からないということもありますので、本人が体調を崩したとか何かのときに

はすぐにそういった情報を得られるような、そういう開発を今後進めていただけたら

なと思いますので、ぜひ、そこは今後検討をお願いします。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 それでは、質問させていただきます。  

 ちょっと戻るんですけど、先ほど井上議員のほうから質問がありましたように、マ

イナンバーの人数が４００人も満たないという状態だということをお聞きしたんです

けど、何が障害なんですか。  

 私の認識の中では以前の数字から全然増えてない。だから、ハードルは何なの。先

ほどの答弁の中では、いろんな組織的なことをおっしゃっていましたけども、問題点

については何も触れてない。だから、こういうところを改善してマイナンバーに加入

していただく方を増やしていくんだというようなことの具体的な方策をおっしゃって

いただかないと、いつまでたってもこの数字が伸びてこないだろうと、このように思

いますが、いかがですか。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えさせていただきます。  
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 まず、マイナンバーカードの交付の推移なんですけれども、先ほど申し上げました

交付円滑化計画というのを昨年秋ぐらいにつくっております。それ以降の推移で申し

上げますと、交付につきましては１１月３０日には２６９件でございました。その当

時で申請されていたのは３２９件なんですけれども、交付については２６９件で、１

０か月ほどたっているのかなと思うんですけれども、先ほど申し上げました３９５件

ということで、１０か月で１３０件程度伸びているのかなというところでございます。  

 実はこの交付率の計算なんですが、昨年の１月１日現在の人口で締めております。

といいますのは、その後のマイナンバーカードを持って転出、あるいは転入される方

もいらっしゃいますので、どの時点で率を抑えたらいいのかというので、昨年の１月

１日現在の人口で交付率を計算しております。  

 １１月３０日でしたら交付率は６ .７９％、先ほどの９月１３日でしたら１０ .２

２％で１０％を超えたところでございます。実はこれは京都府内で一番低い数字であ

ろうというふうに思われます。  

 一番低い原因は何かということになると思うんですけども、独自利用の場面が少な

いのかなと。税住民課のほうではマイナンバーカードを利用していただく場面という

のが確定申告のときに利用されるとかいうのがあるかと思うんですけども、なかなか

ないんですけれども、そうした独自利用のものが増えていけばいいのかなというふう

には考えております。  

 先ほど申し上げましたコンビニ交付、これにつきましてもマイナンバーカードがな

いと利用していただけないというものでございますので、それを推進していきたいな

と。  

 また、来年３月からマイナンバーカードに健康保険の保険証機能を持たせるという

制度がスタートされます。今回の特別会計の補正のほうにもそのシステム整備の予算

を入れさせていただいております。保険証機能を持たせることによりまして、爆発的

にはなかなかいかないとは思いますけれども、それによっても交付率が伸びていくの
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かなというふうには考えております。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 全住民の１割程度でずっと満足しているような形では、とてもおぼつかないと思い

ますね。だから、何がと私なりに思うのは、国民が自分のプライバシーを全部さらけ

出してしまうと。これは政府に対する信頼感を国民が持ってないのかなと思ったりす

るんですけど、だから、その辺のＰＲをもっとしっかりしていかないといけないのと、

やはり何らかの強制的みたいなこと、入らざるを得ないような状況をシステム的につ

くっていく必要も若干あるのかなと思ったりもしておりますが、取りあえずプライバ

シーを守っていくんだということを全面的に打ち出していかないと、皆さん、そこで

腰を引いておられるんじゃないかと思ったりもしてます。  

 まして、これから銀行預金とか、そういうようなところでひもづけにされると、私

は問題ないですけども、たくさん貯金口座を持っておられる方は税務署に目をつけら

れるとか、あからさまになってしまうとか、そういった面で非常に危惧を感じておら

れると、自己防衛されているんだと、このように感じてますので、その辺のところも

十分、府のほうにもお願いして、何らか強制的とは言わないですけども、そういうよ

うな形の中でやっていただくようにお願いしたいと思います。  

 こういう状態の中で、コンビニで印鑑証明とか、そういうような抄本を発展してい

くというふうなことを述べられておりますけども、見てみると、これに参加しておら

れる自治体は全国には三十五、六ぐらいですか、全部ではないみたいですね。今の状

況は全自治体の中でどれぐらい普及をされているのか、その辺お答えいただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  
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 はい、お答えいたします。  

 今ご質問の中にございました三十五、六自治体といいますのは、本町が応募しまし

た小規模市町村向けコンビニ交付実証事業に参加される自治体が三十五、六でありま

して、それではなくて、独自にコンビニ交付を既にされているところは当然ございま

して、市町村数は今すぐ出てこないんですが、たしか対象人口としては１億人を超え

ておったと思います。今の人口との差で２ ,０００万人ぐらいは対象になっていない

という状況であるという資料を先ほど見ておりましたので、ご報告させていただきま

す。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 私が危惧するのは、それをコンビニで発行することについて、かなり設備とか、あ

るいは手数料とか、今の予算でも六百何万円上がっていますように、大きなお金が必

要になってきますね。だから、窓口業務で延長されても月に数人というような状態の

中で後ろめいた話になりますけども、これだけ投資をして、それも試行期間が２か月

と。この先も延長はありますよというふうな話なんだけど、それだけの需要喚起とい

うものが和束町の中で見込んでおられるのか、行政効果がそこまであるのか、そうい

うようなところの見通しを立てて投資をしていかないと住民サービスにはつながって

いかないと思いますね。その辺についてお答えをいただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  

 今回のコンビニ交付に関しまして、予算ということで六百数十万円をお願いしてお

ります。その中でどれぐらいの見込みがあるかということなんですけれども、京都府
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内の町村の平均の交付率というのが１５％前後であります。少なくともそこには持っ

ていきたいということで、先ほど申し上げましたような機会をとらまえて周知広報し

ていくと。  

 もちろんコンビニ交付の実証事業に参加しますということも、ご可決いただきまし

たら順次広報をしていかないといけないと思うんですけども、それによって交付率を

上げていくということで、例えば、住民票でしたら年間１ ,６００通余り交付してお

ります。全て税住民課の窓口で交付しておるんですけども、それの実証事業が２か月

ですので、１２分の２で交付率の目標をその１５％は上回るということで１６％で設

定しまして、２か月で４３通という設定をしております。  

 また、印鑑証明につきましても同じような計算で、年間１ ,０００通出ております

ので、それで計算しますと２７通ということで、計で７０通で、１通当たり１７０円

の手数料が要りますので、計算させてもらって予算に反映させていただいております。  

 周知広報ということで、れんけい、あるいはホームページ、防災行政無線、先ほど

からも出ております光ボックス、その他可能な限りの媒体を使って広報させていただ

きたいというふうに考えております。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 ありがとうございます。  

 今おっしゃっていただいたように、そういう数字に近づければいいかなと思います。

今の状態では絵に描いた餅のような感覚で私は受け止めておりますけども、それは担

当課として今後十分に努力していただいて、その数字に近づける、その方向で考えて

頑張っていっていただきたいなと思います。  

 それと、同じ税のことで聞くんですけども、６ページの歳入のほうで、均等割と所

得割で４万９ ,０００円と３１９万１ ,０００円を現年度の課税分で落としておられま
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すね。これはどういう理由でこの数字が出てきて、件数的には何件あるのか、その辺

教えていただけますか。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  

 こちらにつきましては、現年度課税の調定に合わせた補正をお願いしているところ

でございます。  

 大きく言いますと、特に農業所得の減ですね。今年度の課税ですので、令和元年中、

昨年の１月から１２月までの所得の中でも農業所得につきまして、かなり減になって

おりますので、課税標準となります所得割の部分で大きな減の要因となっておるとこ

ろでございまして、農業所得につきまして、平成３１年度の課税ですので、平成３０

年分でしたら２億３ ,２６２万３ ,７５０円でした。今年度につきましては８ ,３６５

万２ ,３７８７円ということで、３分の１までとはいかないんですが、かなりな減少

になっておりますので、それが大きな要因であるととらまえております。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 分かりました。  

 大きな数字ですね。これは見込みで大体把握されている数字になのか、私は理解で

きないんですが、まだ確定申告も出てないし、どういうところから数字を拾われたの

か、その辺のことを後で答弁をいただきたいと思うんです。  

 引き続きままして、税のことでお伺いしたいんですけれど、地方債補正のほうで臨

時財政対策債５ ,６６０万円を計上されておりますけども、要は、これは前借りの地

方交付税の借金になるわけなんですけれど、これはどういうところに必要な金なのか、
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それをお伺いしたいのと、今、皆さんが厄介にやっている国勢調査で３ ,５００人か

ら３ ,８００人の間ぐらいになるんかと思うんですけども、人口減によって地方交付

税は結構落ち込んでくるかと思います。それを先食いして、ええわ、ええわで使って

いると、これを返すときになると自分の首を絞めているような格好になってくるんじ

ゃないかと、こういうような大変やばいことになってくるのと違うかなと思ったりす

るんですけども、その辺についての答弁をお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 総務課長。  

○総務課長（岡田博之君）  

 はい、岡田議員のご質問にお答えさせていただきます。  

 まず、臨時財政対策債でございますが、この臨時財政対策債は、本来、和束町が地

方交付税として国から頂けるべきお金なんです。ただ、国の財政状況が厳しいという

ことで、一旦、市町村に借金をしてもらって、その分、２０年にわたって国がまた地

方交付税として分割で市町村に入れるという制度でございます。本来でしたら臨時財

政対策債はなしで交付税としていただくべきものなんですけども、平成１３年、１４

年ぐらいからこの制度が始まりまして、現在まで約２０年間このような制度になって

おります。  

 また、国勢調査の人口でございますが、現在、総務課で予想している数字が３ ,５

００人を切ってくる数字になるだろうなという予想をしているところでございます。

これを交付税に換算しますと約５００人減っているということでございますが、この

交付税の人口減少分についても、５年間で本来の人口ベースに合わすということなん

で、人口に対して２割ずつぐらい交付税が減ってくるのかなという試算をしていると

ころでございます。  

 以上です。  

○議長（小西  啓君）  
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 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 今おっしゃったように、これは特別許された制度だということは理解しているんで

すけど、先食いみたいな形のように私は考えるわけなんですね。だから、２０年間の

スパンで考えれば、２０年間負債を負っているように感じる。向こうのほうは後で渡

すんだとおっしゃるけれども、先にもらった分は減ってるわけですよね。だから、そ

の辺を減ったときによりダメージが地方自治体としてはかかってくるんじゃないかな

と、そういう危惧を持って質問をさせていただいたわけです。  

 それから次に、１０ページの地籍調査の委託料、これはどの地域でやられるんです

か。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 お答えします。  

 現在、地籍調査につきましては、井手町、宇治田原町との町界を中心に実施をして

おります。  

○議長（小西  啓君）  

 岡田泰正議員。  

○７番（岡田泰正君）  

 さきにそこへ持っていった理由は何かあるんですか。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 地籍調査につきましては、国土交通省が今、実施をしている事業でございまして、
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実際のところ、公共事業の採択を受けるためには地籍調査でさきに土地をある程度確

定しなさいというような形になってきます。今回につきましては、城陽井手木津川線、

和束井手線の関係の絡みと、それから宇治木屋線のトンネルの絡みを含めまして行っ

ているところが、その境界のところに当たります。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 あと幾つかお願いしたいと思いますが、先ほど一定議論がありましたけども、いわ

ゆるマイナンバーカードの関係になります。私も一言だけ言っておきたいんですけど、

先ほど岡田議員がいみじくも言われましたけども、なぜ普及しないのかということの

答えというのは、信用性がないからなんですね。個人情報をちゃんと守るという、そ

ういうこの制度自身にそういう裏づけがない。その辺の不安というのが払拭できない

というのが国民の中に広くあるというね、それは単なる思い込みじゃなくて、具体的

に情報漏れがあったりとか、それから、それに付随して、例えば、この間よく問題に

なっていますように、ＰａｙＰａｙとかのキャッシュレス決済に関わっての口座から

勝手に引き落とされるとか、そういう事故がどんどん起こっていると。ですから、そ

ういった意味で、いろんなそういう個人情報というのが基本的に守られてないという

実態から、こういう自分の個人情報の固まりのようなカードを持ち歩くというもの自

身に対する不安があるということが根底にあるというふうに思うんです。  

 その辺で私、確認しておきたいんですけど、いわゆる十何％まで持っていきたいな

んて簡単に言われますけど、行政として、個人番号制、マイナンバー制についてのい

わゆる個人情報をちゃんと１００％守り切れるというね、何の事故も一切ないという、

そういうような保障というのは行政として担保できるのかということなんですよ。実

際に何かあったとき、行政で責任が取れる担保でもあるのかということを、そこを担

当課長にちゃんと確認しておきたいと。  
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 実際にそういったこの制度が持っている危うさというかね、危険性というのもちゃ

んと認識されているかということなんですよ。そこも含めて住民の方に、これはぜひ

持ってくださいというふうに言われているのかということなんです。ですから、本当

に行政的にこれをやっていくということは仕方がないかもしれませんけども、国から

のいろんなこともあるから、それだったら、いいことばっかりじゃなくて、そういう

危険性も含めて、両面ちゃんと住民に伝えて、その上で判断してもらうということは

最低限していかないと大変無責任なことになるというように思いますので、その辺い

かがですか。  

○議長（小西  啓君）  

 税住民課長。  

○税住民課長（細井隆則君）  

 はい、お答えいたします。  

 マイナンバーカードの利用につきまして、マイナンバーカード自体は何の情報も持

っておりません。確かに券面事項として住所とか名前とかマイナンバーの数字は記載

されておりますけれども、それ以外の情報は基本的には持っておりません。専用の回

線に接続して初めて必要な情報を取りにいけるというシステムになっております。そ

の必要な情報を取りにいくにしても、専用回線の中ではマイナンバー情報、あるいは

取ってきた情報につきましては暗号化されております。もし万が一、途中で抜き出さ

れることがあっても何の意味も持たない暗号でございますので、それの解読は不可能

であると。それが端末に来て初めて意味のある情報になるというシステムになってお

ります。  

 ただ、おっしゃるように、その辺の広報が弱くて信頼されていない、不安感がある

ということも一方では事実としてあるかと思いますので、おっしゃられるように、こ

ういう危険もあるとかいう形での広報になるのかどうか分かりませんけれども、一定

安心していただけるような広報の展開はさせていただきたいと、そのように考えてお
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ります。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 例えば、今度コンビニ交付でそれを持っていったら、コンビニへ行ってできるとか、

あと、医療の関係の情報をそれで管理するとか、言ったら、今、マイナポイントとか

でも、いわゆる買物とかでもポイントがつけられますよとか、そういういろんなこと

を今、ひもづけにしてやろうとしていると。要は、評判が悪いもんだから、無理やり

利益誘導も含めて、そのうち今の菅総理の下でデジタル庁とか言い出したら、ある意

味、有無を言わさずと言ったら変ですけど、強制的に持たせるような、そういう方向

にもなりかねないと思っていますけども、いずれにしても私が言っているのは、誤解

されているんじゃないですよ。実際に情報漏れもあった。実際、意味がないないと言

われるけども、今度のゆうちょとか、ああいった起こったことは何も想定されなかっ

たわけでしょう、ああいうことが起こるというのはね。そういう意味では、個人情報

を扱う以上は、また、そういったものが集中してくる以上はいろんな事故は避けられ

ないんですね、そういったいろんなことに使おうと思ったら。だから、そういった意

味では、無理やりそういったことをＰＲしてやることが本当に住民の方のためになる

のかということをちゃんと考えて、私はそれはそれでやっていただきたいと思います

ので、責任が取れないんだったら無責任なＰＲはしないほうがいいと思いますので、

そこはよく考えていただきたいと思います。  

 次に、事業者応援給付金の関係なんですけども、先ほどもありましたように、事業

者の方、個人・法人関係なく一律５万円ということですけども、一定これは支給基準

というか、持続化給付金とかは前年度の売上げよりも半額の５０％とかいう話がいろ

いろありましたけども、一定これを給付するという意味では何らかの基準というのは

設けられるというふうに伺ったと思うんですけども、その辺はどういうふうに設定さ
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れるのか、また、今後どういう段取りで、いつ頃から給付が始まるような段取りなの

か、その辺お願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 農村振興課長。  

○農村振興課長（東本繁和君）  

 岡本議員の質問にお答えさせていただきます。  

 現在、補正予算ということで、今回提案をさせていただいております。これを議決

いただきました後、一定、交付要綱を当然つくっていかなあきませんので、交付要綱

等を整理いたしまして、１１月頭ぐらいからの受け付けができたらなと思っておりま

して、今、茶業経営の給付金の分につきましては３か月ほど申請期間を持たせていた

だきましたので、同様ぐらいの期間を持ちたいなと思っております。まだ、要綱等は

作成しておりませんので、そういった形ぐらいかというふうに考えております。  

 また、茶業経営給付金をもらわれた方につきましては、除外ということで、商工業、

それから製造業等ですね、茶業でもらっていただいた方以外の事業申告をされている

方ということにはいきたいなと思っております。  

 それと、あと、農業経営の場合につきましては、市場のほうの単価でかなり額が落

ちて、５０％ぐらい今年の売上高が下がっているのは明確でしたけれども、今回なか

なか見えにくいので、一定、持続化給付金みたいな形の中で、収益が落ちておるとい

うような証明をしていただくという形の中での仕組みも考えておりますので、よろし

くお願いします。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員。  

○８番（岡本正意君）  

 具体的な基準というのは分かりにくい分もあったんですけども、基本的にこの間の

状況の中で減収しているということが、大ざっぱですけども、基準になのかなと思い
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ますのでそれはそれでせっかくされるわけですから、広く届くように運営をしていた

だきたいと思いますので、そこはよろしくお願いしたいというふうに思います。  

 次に、新生児の特別定額給付金のことなんですけども、先ほどありましたように、

４月２８日以降の新生児に対して１０万円ということで報告がありました。これはこ

れでいいことだと思うんですけども、ここで町長に提案といいますか、今後のことに

なりますけども、先ほどこういった取組で新生児に対してこういう取組をされるとい

うことで今回やられるんですけども、今、全国でも出産祝い金というのがされている

ところが結構あります。そこを見ていると、５人目とかなったらかなり多額の祝い金

を出しておられるような自治体もありますけども、そこは置いておいて、ささやかで

あったとしても、町としてもこういった取組を踏まえて祝い金制度というものも今後

検討されるきっかけにすればいいんじゃないかなというふうに思っています。  

 残念ながら、今、年間に２０人生まれるかどうかという状況ではあるんですけども、

それでは財源的にもそんなに大きく財政を揺るがすことでもありませんので、今回こ

ういったことをされることをきっかけにして、そういったことも含めて、額とかは検

討されたらいいと思いますけども、そういったことも今度のことをきっかけにやられ

たらどうかと思うんですが、その辺、町長、お考えいかがですか。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今回この制度というのは、先ほどの交付金という中でのきっかけがあって、補正予

算等をお願いしながら推進してきました。これが日頃ずっとつなげた制度にしていこ

うということになれば、財政制度が十分検討していかないと一遍にいかないというと

ころがあります。そういうところを見定めながらやっていかなきゃならんと思うとい

うことは一つはあります。  
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 それと、一つは、国のほうでもこれをきっかけに、過疎地域だとか子育ての問題、

少子化の問題、これがいろいろ取り上げて、非常に重要な問題とされております。そ

ういうところも注視しながら和束町に合った施策というのが今度はどうなるというの

は、これはやっぱり注視していく必要があろうかというふうに思っております。  

 いずれにいたしましても、繰り返すようですけども、和束町のまちづくりは、やは

り子育てに優しいということを申し上げている中でありますので、常にそういったと

ころを一つの差しにして、そしていろんなことを検討していく必要があろうかという

ふうに思います。  

 全部はいかないとしても、そういう方向で考えていくというのは私も大事だろうと

いうように思っておりますが、今後、国の動きもそういうところにあろうかと思いま

すので、繰り返しますが、注視してやらせていただきたいなというように思っており

ます。  

○議長（小西  啓君）  

 岡本議員、最後です。  

○８番（岡本正意君）  

 それでは、そこはまたぜひ検討いただきたいというふうに思いますし、先日、新聞

報道で、政府は来年度、新婚家庭に対する補助というのをもう少し広げてということ

で、それを採用する自治体を増やしたいというような話もありました。それの中身は

いろいろ検討は必要だと思いますけども、こういったことをせっかくされるわけです

から、ぜひ、検討をいただきたいというふうに思います。  

 最後ということなので、大事なことですので、聞いておきますと、建設事業課長に

最後聞いておきたいと思います。  

 簡水の関係なんですけども、先日の決算委員会のときにも、いわゆる簡易水道の料

金について今も検討しているという話がありました。そのとき十分な答弁をいただい

てなかったんですけども、要は、今現在においても検討を進めているということは、
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今年、水道委員会は開かれているのか。諮問されるわけですから、開かれて、そこで

検討は進んでいるのか、それから、具体的な数字を持って検討をされているのか、そ

こを今の段階での報告をいただきたいということと、それと、先ほど来、町税につい

てもまた大きく減収しているという状況の中で、今年こういうコロナですから、さら

に来年度の減収も見込まれますし、農家の方も含めて生活が大変だと。介護保険の会

計を見ておりましても、保険料の減収、国保の減収というのもコロナの関係で上がっ

てきております。そういう状況の中で、まさか来年度、令和３年度に値上げなんてこ

とはないと思いますけども、少なくとも令和３年度の料金改定というか、値上げとい

うのはないと、こういう状況の中でまさか考えてないとは思いますけども、ないとい

うことで確認させていただいていいかどうかですね。具体的には何年度に引き上げる

という計画があるのかどうかも含めて、今の段階ではっきりしていることといいます

か、考えていることがあれば、大変これは大事なことですから、曖昧な答弁でなくて、

はっきりとした答弁をお願いしたいと思います。  

○議長（小西  啓君）  

 建設事業課長。  

○建設事業課長（馬場正実君）  

 はい、お答えさせていただきます。  

 料金の値上げにつきましては、最終的に政策もございますので、私のほうから明言

することは避けさせていただきます。  

 ただ、今おっしゃられました内容についてですが、水道委員会につきましては、今

年度も開催はしております。若干のところですけども、一定、事務局に預かりの部分

もございます。これにつきましては、どういう具合に値上げをしていくかという根本

的なところはもうちょっと検討してほしいということがありましたので、これをもう

ちょっと検討していかなければならないということでございます。  

 なぜ、水道料金を値上げしなければならないかというかことでございますけども、
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一番大きな原因は、今までやってきた統合の関係の起債が令和３年度からかなり大き

な額になると。膨れ上がるということでございます。これを税収で賄えないとなって

きますと、どこかで賄う必要が出てきます。このことも含めますと、近い将来の値上

げというのは避けては通れない状況にあるということは委員さんのほうもご理解をい

ただいています。  

 ただ、何回も言いますけども、その中でどの時期に値上げをするかということにつ

きましては、私のほうでは水道委員会からの答申も上がっておりませんので、その点

についてはここでは答弁を避けさせていただきます。  

○議長（小西  啓君）  

 町長。  

○町長（堀  忠雄君）  

 はい、お答えいたします。  

 今、私のほうで手を挙げたのは、考え方だけはっきりしておきたいなというふうに

思っております。  

 といいますのは、先ほど課長が言いました水道会計そのものの維持というのは、今、

起債の返済も当たって非常に大事な厳しいときにあります。和束町の水道の形態とい

うのは皆さんご案内のとおり、均等割というのは非常に多い世帯になってきています。

ここのところへずっと当初から１か月１ ,５００円ぐらいのところを推移してきまし

た。これは１日当たり２０円なのか１０円なのか分かりませんけども、ここへ来て触

らなきゃならんというのは、前から委員会でもいろいろその辺のところは指摘されて

きている面があります。  

 そういう意味では、今年度とか早急にと思って来たんですが、こういうコロナの問

題とかで延びてきましたが、この簡易水道の会計そのものの維持を考えたときには、

やはりこの維持という関係で、この基本のところを目を向けながらやっていかないと

やっていけないのかなと。そこのところを水道委員会で諮問委員会を設けて十分練っ
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ていただきたい。ここを練っていただかんと、何も触れんとやっていくと将来大変な

ことになりますので、ここを避けて通れない。水道委員会にその辺のところをきちっ

と議論をしていただきたい。  

 今、早急に私は諮問していきたいという気持ちは持っているところであります。そ

ういう意味でしないと、ここのところを回避すると結局は逃げたようになりますので、

ここのところは非常に難しいということでご理解いただきたい。そういう点で、私、

手を挙げて述べさせていただきました。  

 以上でございます。  

○議長（小西  啓君）  

 質疑を終結いたします。  

 討論はありませんか。  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 採決は１件ごとに行います。  

 議案第３８号  令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、原案のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３８号  令和２年度和束町一般会計補正予算（第４号）は、原

案のとおり可決されました。  

 議案第３９号  令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第３９号  令和２年度和束町国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）は、原案のとおり可決されました。  
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 議案第４０号  令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、原

案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４０号  令和２年度和束町簡易水道事業特別会計補正予算（第

２号）は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４１号  令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、原案

のとおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４１号  令和２年度和束町下水道事業特別会計補正予算（第１

号）は、原案のとおり可決されました。  

 議案第４２号  令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２号）は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 起立全員です。  

 したがって、議案第４２号  令和２年度和束町介護保険特別会計補正予算（第２

号）は、原案のとおり可決されました。  

 日程第６、発議第５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイル

ス対策による介護報酬の特例措置を見直し、公費補填による減収対策を求める意見書

を議題といたします。  

 提案理由及び議案の説明を求めます。  

 岡本正意議員。  

○８番（岡本正意君）  

 日本共産党の岡本です。  

 発議第５号につきまして提案理由を申し上げます。  

 新型コロナウイルスの感染拡大は、利用抑制による減収など介護サービスの現場に

も深刻な影響を及ぼしております。介護の現場は接触が避けられず、懸命の感染対策
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が行われる中でも、これまでも介護施設でのクラスターが全国的にも多く発生してお

ります。  

 しかし一方で、コロナ禍の中でも、介護は高齢者のみならず、家族の生活を支える

上で必要不可欠なケアであり、安定した経営環境と介護サービスの提供を保障する支

援が求められております。  

 ところが、政府がコロナによる減収対策として実施しているのが、デイサービスや

ショートステイなど通所系サービスの報酬の上乗せ請求を認める、つまり利用者への

負担転嫁、負担増による穴埋め措置でした。この措置は、介護現場に混乱を持ち込む

もので、支援や対策としはふさわしくなく、直ちに見直しが必要となっております。  

 以上のことから、本意見書を提案するものです。  

 それでは、読み上げまして、提案に代えさせていただきます。  

 発議第５号  

      通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイル  

      ス対策による介護報酬の特例措置を見直し、公費補填によ  

      る減収対策を求める意見書  

 上記議案を別紙のとおり、会議規則第１４条の規定に基づき提出します。  

 令和２年９月２４日  

                    提出者  和束町議会議員   岡本  正意  

 和束町議会議長   小西  啓  様  

      通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイル  

      ス対策による介護報酬の特例措置を見直し、公費補填によ  

      る減収対策を求める意見書  

 新型コロナウイルスの感染拡大は、介護事業所の経営にも深刻な影響を及ぼしてい

ます。これを受け厚生労働省は、６月１日付「事務連絡文書」において、通所介護や

短期入所等のサービスについて利用者の同意を得られた場合、介護報酬の上乗せ請求
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を認めるとの方針を示しました。つまり、「コロナ危機」による事業所の減収分を利

用者の負担増によって賄うもので、現場では困惑が広がっています。利用者の同意が

必要なことから、事業者も利用者も苦渋の判断を迫られるとともに、同意の有無によ

る負担の格差、負担増によるサービス利用の抑制などの問題も発生しています。  

 そもそも「コロナ危機」は利用者の責任ではなく、利用者への負担増で減収分を賄

うやり方は事業者と利用者の信頼関係を損ないかねません。減収対策を行うのであれ

ば公費による補填こそ必要であり、早急に見直しを実施すべきです。当面の措置とし

て、特例適用に当たって利用者への負担増とせず、利用限度額の対象から除外すべき

です。政府におかれては、感染の再拡大が見られる下、一刻も早い対策を行うことを

強く要望するものです。  

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。  

 令和２年９月２４日  

 内閣総理大臣  菅   義偉  様  

 財 務 大 臣  麻生  太郎  様  

 厚生労働大臣   田村  憲久  様  

                           京都府相楽郡和束町議会  

 以上です。お願いいたします。  

○議長（小西  啓君）  

 これから質疑を行います。  

 質疑はありませんか。  

 質疑なしと認めます。  

 質疑を終結いたします。  

 これから討論を行います。  

 討論はありませんか。  

○議長（小西  啓君）  
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 岡本正意議員。  

○８番（岡本正意君）  

 賛成です。  

 私は、発議第５号に賛成の立場から討論を行います。  

 今回、厚労省が行った措置の最大の問題は、本来、減収対策というのであれば公費

による補填で対応すべきだったところ、介護報酬の上乗せ、つまりは利用者への負担

転嫁で穴埋めし、賄っている点です。これは利用者からすれば受けてもいないサービ

ス分の負担を強いられている状態であり、不適切な措置と言えます。  

 厚労省は、今回の報酬上乗せによる運用を認める条件として利用者の同意を得るこ

とが必要としましたが、これは今回の措置が異例の措置であり、不適切だと事実上認

めていることにほかなりません。利用者１人１人から同意を取るのは事業者であり、

精神的にも物理的にも重い負担を強いられます。利用者は同意しないという選択肢は

ありますが、実際は断りにくい状況があり、負担増を飲まざるを得ないのが実態です。  

 そもそも同意する、しないで負担に差が生まれるようなやり方は、公平性が担保で

きず、事業者と利用者の信頼関係を深く傷つけるもので、極めて悪質と言わざるを得

ません。コロナによる減収は、事業者にも利用者にも責任はなく、事業所が被るもの

でも利用者が負担するものでもありません。コロナ禍においても必要不可欠な介護サ

ービスの安定した提供体制を支え、利用者が安心してサービスを利用できる環境を整

備することの責任は政府・厚労省にあります。その立場に立って、公費補填による減

収対策を行うよう強く求めるべきであり、その立場から本意見書に賛成するものです。  

○議長（小西  啓君）  

 ほかありませんか。  

 畑議員、賛成ですか、反対ですか。  

○９番（畑  武志君）  

 賛成です。  
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 発議第５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイルス対策によ

る介護報酬の特例措置を見直し、公費補填による減収対策を求める意見書に私は賛成

の立場から討論を行います。  

 今、世界中で蔓延しております新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、

国を初めとするあらゆる機関で、個人また事業者などに様々な給付金や交付金などを

支給し、支援・対策を行っていただいております。しかしながら、介護事業所の経営

の深刻な影響について、また厚生労働省は利用者の同意を得られた場合、介護報酬の

上乗せを認める方針を出しました。このコロナ禍における事業所のコロナ対策などに

よる減収については、利用者負担にさせるものではなく、他の支援者や給付金のよう

に国が補填すべきであるものと思っております。ほとんどの方が年金で施設利用料を

支払われている中で、今まで以上の負担により必要な介護サービスが受けられない事

態が起こらないとも限りません。  

 このことから、発議第５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウ

イルス対策による介護報酬の特例措置を見直し、公費補填による減収対策を求める意

見書について賛成するものでございます。  

 以上、賛成討論といたします。  

○議長（小西  啓君）  

 ほかありませんか  

 討論なしと認めます。  

 討論を終結いたします。  

 これより、採決いたします。  

 発議第５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイルス対策によ

る介護報酬の特例措置を見直し、公費補填による減収対策を求める意見書は、原案の

とおり決定することに賛成の方は起立願います。  

 同数です。  
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 同数の場合は議長採決をさせていただきます。  

 賛成者、反対者が同数です。  

 したがって、地方自治法第１１６条第１項の規定によって、議長が本案に対して採

決いたします。  

 発議第５号  通所系及び短期入所系介護サービスでの新型コロナウイルス対策によ

る介護報酬の特例措置を見直し、公費補填による減収対策を求める意見書については、

議長は否決といたします。  

 日程第７、委員会の閉会中の継続審査・調査についてを議題といたします。  

 各委員長から、会議規則第７５条の規定により、お手元に配付の申出一覧表のとお

り、閉会中の継続審査・調査の申出があります。  

 お諮りいたします。  

 各委員長からの申出のとおり、委員会の閉会中の継続審査・調査に付することにご

異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 したがって、各委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査・調査に付すること

に決定いたしました。  

 お諮りいたします。  

 今期定例会に付された事件は全て議了いたしました。  

 よって、会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会したいと思います。  

 これにご異議ありませんか。  

 異議なしと認めます。  

 よって、今期定例会は、本日をもって閉会することに決定いたしました。  

 町長、挨拶。  

○町長（堀  忠雄君）  

 閉会に当たりまして、一言お礼のご挨拶を申し上げさせていただきたいと思います。  
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 本議会におきまして、予定させていただきました議案につきましては全て原案どお

り可決を戴きまして、本当にありがとうございます。この議会を通じても皆さんから

いろいろご意見もいただき、そして議論を交わすことをさせていただきました。皆さ

んから頂いたこの議論、また、いろんなご意見、これを真摯に受け止めながら、今後

の和束町のまちづくりに生かさせていただきたいと、このように思います。  

 今まさにコロナ禍です。これからウィズコロナの社会に突入すると言われておりま

す。今日の新聞では、京都府は一番低いレベルにはなったわけなんです。しかし、緩

めることなく引き締めながら、これからもコロナに対峙していかなければならないと

いうように考えております。その意味におきましても、これからも皆さん方のご指導、

ご協力ますことを切にお願い申し上げまして、甚だ簡単ですが、閉会に当たりまして

の御礼のご挨拶とさせていただきます。  

 どうもありがとうございました。  

○議長（小西  啓君）  

 これをもちまして、令和２年和束町議会第３回定例会を閉会いたします。  

 本日はご苦労さまでした。  

午後２時４３分閉会  
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 上記議事録は、その内容を正確にして事実に相違なきことを証するため、地方自治

法第１２３条第２項の規定によって署名する。  
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